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事前審査制の起点と定着に関する一考察

事
前
審
査
制
の
起
点
と
定
着
に
関
す
る
一
考
察

―
―
自
民
党
結
党
前
後
の
政
務
調
査
会
―
―

奥　
　
　

健　

太　

郎

一　

は
じ
め
に

二　

自
由
党
時
代
の
政
府
提
出
法
案
と
政
調
会

三　

自
民
党
結
党
と
事
前
審
査
の
ル
ー
ル
化

四　

自
民
党
結
党
直
後
の
事
前
審
査
―
―
一
九
五
六
～
一
九
五
八
年

五　

事
前
審
査
制
の
定
着
と
赤
城
書
簡
―
―
一
九
五
九
～
一
九
六
六
年

六　

お
わ
り
に一　

は
じ
め
に

　

自
民
党
政
権
を
特
徴
づ
け
る
政
治
手
続
き
と
し
て
「
事
前
審
査
制（（
（

」
と
い
う
慣
習
が
存
在
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本

稿
が
考
察
す
る
の
は
、
こ
の
事
前
審
査
制
が
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
り
、
い
つ
ご
ろ
定
着
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
事
前
審
査
制
の
歴
史
を
語
る
上
で
必
ず
言
及
さ
れ
る
の
が
、
一
九
六
二
年
赤
城
宗
徳
総
務
会
長
が
大
平
正
芳
官



48

法学研究 87 巻 （ 号（20（4：（）

房
長
官
に
宛
て
た
書
簡
（
以
下
、
赤
城
書
簡
（
で
あ
る
。
そ
の
内
容
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
二
月
二
十
三
日

官
房
長
官
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
民
主
党
総
務
会
長　

赤
城
宗
徳

　
　
　
　
　
　
　
　

法
案
審
議
に
つ
い
て

　

一
月
二
三
日
の
総
務
会
に
於
て
法
案
審
議
に
関
し
左
記
の
通
り
再
確
認
致
し
た
の
で
御
了
承
を
願
い
度
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

　

一
、
各
法
案
提
出
の
場
合
は
閣
議
決
定
に
先
だ
っ
て
総
務
会
に
御
連
絡
を
願
い
度
い　

尚
政
府
提
出
の
各
法
案
に
つ
い
て
は
総
務
会
に
於

て
修
正
す
る
こ
と
の
あ
り
得
る
に
つ
き
御
了
承
を
願
い
た
い
。（
後
略
（（
2
（

」

　

近
年
の
政
治
学
界
で
は
、
こ
の
赤
城
書
簡
を
起
点
と
し
て
事
前
審
査
制
が
始
ま
っ
た
と
す
る
見
方
が
通
説
的
な
位
置
を
占
め
つ
つ

あ
る
。
例
え
ば
、
野
中
尚
人
は
『
自
民
党
政
治
の
終
わ
り
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
八
年
（
の
中
で
、「
一
九
六
二
年
の
赤
城
総
務

会
長
に
よ
る
書
簡
が
、
与
党
自
民
党
に
よ
る
法
案
の
事
前
審
査
体
制
へ
の
嚆
矢
で
あ
り
、
早
く
も
六
〇
年
代
の
後
半
に
は
ほ
ぼ
定
着

し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
明
言
し
（
一
八
五
頁
（、
飯
尾
潤
も
『
日
本
の
統
治
構
造
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
七
年
（
の
中
で
「
一
九
六

〇
年
の
赤
城
宗
徳
政
調
会
長
（
六
二
年
の
赤
城
総
務
会
長
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
―
引
用
者
注
（
の
政
府
へ
の
説
明
の
申
し
入
れ
な
ど
の

事
実
も
発
掘
さ
れ
て
、
法
案
の
事
前
審
議
制
の
発
達
の
歴
史
も
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
」（
八
八
頁
（
と
し
て
、
赤
城
書
簡
に
注

目
し
て
事
前
審
査
制
発
達
の
歴
史
を
説
明
す
る
。
こ
の
他
定
評
あ
る
学
術
書（（
（

や
政
治
学
の
教
科
書（4
（

、
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
の
論
説（（
（

の
中

に
も
、
赤
城
書
簡
は
事
前
審
査
制
の
起
点
と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
当
に
こ
の
一
片
の
書
簡
か
ら
事
前
審
査
制
は
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か（7
（

。
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
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で
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
も
、
実
際
に
そ
れ
を
確
か
め
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ま
で
研
究
に
使
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
『
政
調
週
報（8
（

』
と
い
う
資
料
を
用
い
て
、
事
前
審
査
制
の

起
点
と
定
着
の
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。『
政
調
週
報
』
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
同
資
料
は
政
調
会
の
活
動
記
録
で
あ

り
、
確
認
で
き
る
限
り
で
は
一
九
五
四
年
か
ら
一
九
六
六
年
ま
で
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
一
九
五
四
年
は
二
号
欠
号
（。

内
容
は
年
代
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
九
五
四
年
か
ら
五
八
年
ま
で
は
予
算
案
、
政
府
提
出
法
案
、
議
員
提
出
法
案
等
に
関
す
る
政

調
会
の
審
議
記
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
九
年
以
降
は
審
議
経
過
は
省
略
さ
れ
、
政
調
会
が
了
承
し
た
法
案
等
の
内
容
紹
介

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
の
中
で
本
稿
が
特
に
注
目
す
る
の
が
、
政
調
会
に
よ
る
政
府
提
出
法
案
の
「
了
承
」
の
日
付
で
あ
る
。

こ
れ
を
『
官
報（9
（

』
に
記
載
さ
れ
る
閣
議
決
定
の
日
付
と
突
き
あ
わ
せ
て
い
け
ば
、
事
前
審
査
の
度
合
い
を
数
量
的
に
確
認
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
論
に
入
る
前
に
「
事
前
審
査
制
」
と
い
う
用
語
の
意
味
を
本
稿
な
り
に
定
義
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
そ
も
そ
も
「
審
査
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
「
審
査
」
と
い
う
言
葉
に
は
物
事
の
合
否
、
優
劣
を
決
め
る
と
い
う

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
与
党
に
よ
る
政
府
提
出
法
案
の
「
審
査
」
と
は
、
政
府
が
提
出
し
よ
う
と
す
る
法
案
に

対
し
、
与
党
が
「
了
承
」
等
の
表
現
で
是
非
を
判
断
し
た
場
合
を
指
す
。
後
述
の
よ
う
に
、
省
庁
か
ら
法
案
に
つ
い
て
情
報
を
入
手

し
審
議
し
た
だ
け
で
は
「
審
査
」
と
は
呼
ば
な
い
。
な
お
今
日
事
前
審
査
と
い
う
場
合
、
政
調
会
、
総
務
会
の
議
決
を
経
て
閣
議
決

定
さ
れ
る
手
続
き
を
指
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
総
務
会
の
審
査
ま
で
は
必
ず
し
も
含
め
な
い
。
政
調
会
の
了
承
を
も
っ
て
党
の
了

承
と
見
な
す
が
、
そ
の
理
由
は
本
論
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
「
事
前
」
の
意
味
で
あ
る
が
、「
事
前
」「
事
後
」
は
法
案
提
出
の
閣
議
決
定
を
基
準
と
す
る
（
実
際
の
国
会
へ
の
法
案
提

出
は
、
通
常
閣
議
決
定
数
日
後
に
行
わ
れ
る
（。
つ
ま
り
閣
議
決
定
よ
り
前
に
与
党
が
了
承
し
た
場
合
は
事
前
了
承
、
閣
議
決
定
の
後

に
了
承
し
た
場
合
を
事
後
了
承
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
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第
三
に
「
制
」
と
い
う
表
現
の
意
味
で
あ
る
。「
制
」
と
い
う
語
も
多
義
的
な
意
味
を
含
む
が
、
こ
こ
で
は
定
着
し
た
慣
習
と
い

う
意
味
で
使
う
（
例
え
ば
、「
輪
番
制
」（。
し
た
が
っ
て
、
事
前
審
査
の
手
続
き
が
ほ
ぼ
逸
脱
例
な
く
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

き
、
事
前
審
査
制
が
定
着
し
た
と
理
解
し
た
い
。

　

こ
う
し
た
意
味
で
の
事
前
審
査
制
は
、
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
定
着
し
て
い
っ
た
の
か
、
本
稿
は
『
政
調
週
報
』
の
デ
ー

タ
を
基
本
資
料
と
し
て
分
析
し
、
通
説
と
は
異
な
る
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

二　

自
由
党
時
代
の
政
府
提
出
法
案
と
政
調
会

　

自
民
党
の
前
身
政
党
で
あ
る
自
由
党
の
政
調
会
で
は
、
政
府
提
出
法
案
を
事
前
審
査
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
九
通
常
国
会

（
一
九
五
四
年（
（（
（

（
当
時
の
『
政
調
週
報
』
の
記
録
を
使
っ
て
分
析
し
て
い
こ
う
。

　

政
府
提
出
法
案
を
国
会
審
議
に
先
立
っ
て
与
党
が
審
議
す
る
こ
と
自
体
は
、
決
し
て
自
民
党
特
有
の
こ
と
で
は
な
い
。
古
く
は
桂

園
時
代
か
ら
そ
れ
は
見
ら
れ
、
太
平
洋
戦
争
中
で
す
ら
翼
賛
政
治
会
に
よ
る
事
前
審
議
は
行
わ
れ
て
い
た（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
自
由
党

に
お
い
て
も
事
前
の
審
議
は
行
わ
れ
て
お
り
、『
政
調
週
報
』
に
も
そ
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

政
調
会
の
審
議
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
行
わ
れ
る
。
政
調
会
に
よ
る
政
府
提
出
法
案
の
事
前
審
議
が
開
始
さ
れ

る
の
は
、
一
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
府
予
算
案
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
各
省
庁
の
提
出
法
案
の
内
容
が
固
ま
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
各
省
庁
は
一
月
下
旬
か
ら
、
自
由
党
政
調
会
の
各
「
部
」（
部
は
各
省
庁
お
よ
び
国
会
の
常
任
委
員
会
と
ほ
ぼ
対
応（
（（
（

し
て
お
り
、

自
民
党
の
部
会
に
相
当
（
に
お
い
て
説
明
を
行
う
。
政
調
会
側
は
、
各
省
庁
の
説
明
を
聞
い
て
審
議
を
行
い
、
時
に
は
法
案
の
「
了

承
」
に
ま
で
進
む
。
一
月
下
旬
か
ら
大
体
三
月
ま
で
は
政
府
提
出
法
案
中
心
に
審
議
が
行
わ
れ
、
政
府
提
出
法
案
の
審
議
に
一
段
落

が
つ
く
三
月
頃
か
ら
議
員
提
出
法
案
の
審
議
も
始
ま
る
。
ま
た
国
会
審
議
の
過
程
で
政
府
提
出
法
案
を
修
正
す
る
場
合
も
、
政
調
会
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で
修
正
内
容
を
確
認
、
承
認
す
る
場
面
が
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、

こ
う
し
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
自
民
党
時
代
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
自
由
党
時
代
、
事
前
審
査
と
い
う
べ
き
手
続
き
は
広
く

行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
政
調
会
の
対
応
結
果
は
表
１
に
ま
と

め
た
。
第
一
九
国
会
で
は
一
八
三
本
の
政
府
提
出
法
案
が
提
出
さ
れ

た
が
、『
政
調
週
報
』
に
登
場
す
る
法
案
は
一
〇
九
本
で
あ
る
（
第

一
九
国
会
中
、『
政
調
週
報
』
は
一
九
号
発
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う

ち
二
号
分
欠
号
が
あ
る
の
で
実
際
は
も
う
少
し
多
い
は
ず
で
あ
る
（。
こ

の
う
ち
四
八
本
の
法
案
は
記
録
を
見
る
限
り
、
省
庁
か
ら
の
「
説

明
」
は
あ
っ
て
も
、「
了
承
」
と
い
う
行
為
に
進
ん
で
い
な
い
。
表

１
で
は
こ
れ
を
「
説
明
ど
ま
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
説

明
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
四
〇
本
ま
で
も
が
閣
議
決
定
前
日
ま
で
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
省
庁
側
が
閣
議
決
定
前
に
法
案
を
与
党
議

員
に
説
明
し
、
情
報
提
供
す
る
風
習
は
こ
の
当
時
か
ら
存
在
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
「
了
承
」
に
ま
で
進
ん
だ
法
案
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

『
政
調
週
報
』
に
は
省
庁
か
ら
説
明
を
受
け
た
後
、「
了
承
」
と
い
う

決
定
を
下
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
法
案
が
あ
り
、
こ
れ
が
四
二
本

で
あ
る
。
さ
ら
に
「
事
前
」「
事
後
」
に
注
目
す
れ
ば
、
閣
議
決
定

表1　第19国会における政府提出法案と政調会

重要法案 主要法案 一般法案
事前 40 21.9 2 9 29
同日 4 2.2 2 0 2
翌日以降 4 2.2 0 0 4
事前 27 14.8 0 11 16
同日 6 3.3 2 1 3
翌日以降 7 3.8 0 3 4
不明（閣議決定日
不明のため） 2 1.1 1 0 1

19 10.4 1 11 7

74 40.4 0 10 64
183 100 8 45 130

注　前国会からの継続法案は含まない

計

内訳
構成比
（％）

その他のかたちで言及

非掲載の法案

説明どまり
48法案

了承
42法案

閣議決定日との
関係 該当数
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日
前
日
ま
で
に
了
承
さ
れ
た
法
案
（
以
後
、
事
前
了
承
法
案
（
は
二
七
本
（
一
四
・
八
％
（、
閣
議
決
定
当
日
に
了
承
さ
れ
た
法
案
（
以

後
、
同
日
了
承
法
案
（
は
六
本
、
翌
日
以
降
に
了
承
さ
れ
た
法
案
（
以
後
翌
日
以
降
了
承
法
案
（
は
七
本
で
あ
る
。
閣
議
決
定
前
に
了

承
に
進
む
ケ
ー
ス
は
多
い
も
の
の
、
閣
議
決
定
に
与
党
の
了
承
は
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ま
た
「
非
掲
載
の
法
案
」
は
七
四
本
に
上
る
。
欠
号
が
な
け
れ
ば
当
然
こ
れ
よ
り
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も

な
ぜ
こ
れ
ら
の
法
案
が
非
掲
載
な
の
か
。
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
法
案
の
重
要
度
で
あ

る
。
か
つ
て
福
元
健
太
郎
は
『
議
会
制
度
百
年
史
』
を
基
準
に
法
案
を
「
重
要
法
案
」「
主
要
法
案
」「
一
般
法
案
」
に
分
類
し
た
が（（（
（

、

本
稿
も
そ
の
尺
度
を
利
用
し
て
表
１
に
は
重
要
度
別
の
内
訳
も
記
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
非
掲
載
の
法
案
の
多
く
は
一
般
法
案
に
分

類
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
法
案
は
純
行
政
的
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
、
重
要
度
が
低
い
ゆ
え

に
政
調
会
で
は
論
議
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
『
政
調
週
報
』
に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
「
そ
の
他
の
か
た
ち
で
言
及
」
と
は
、
省
庁
か
ら
の
説
明
や
政
調
会
の
「
了
承
」
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
国
会
審
議
中

の
法
案
の
修
正
協
議
な
ど
の
か
た
ち
で
『
政
調
週
報
』
に
記
録
が
残
る
法
案
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
集
計
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
当
時
の
政
府
と
与
党
の
間
で
は
、
政
府
提
出
法
案
を
め
ぐ
り
次
の
よ
う
な
手
続
き
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
案
を
通
し
た
い
省
庁
の
側
は
、
与
党
自
由
党
の
理
解
を
得
る
べ
く
閣
議
決
定

前
に
政
調
会
に
足
を
運
ん
で
説
明
を
行
っ
た
。
政
調
会
の
側
も
そ
こ
か
ら
政
府
側
の
情
報
を
入
手
し
よ
う
と
し
、
法
案
に
よ
っ
て
は

了
承
に
ま
で
進
ん
だ
。
し
か
し
、
与
党
の
了
承
は
必
ず
し
も
閣
議
決
定
の
要
件
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
以
下
の
第
一
九
国
会
の
議
事
録（（（
（

か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
や
や
長
文
に
な
る
が
引
用
す
る
。

○
福
田
（
繁
（
委
員　
（
前
略
（
こ
の
法
律
案
（「
出
資
の
受
入
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
に
関
す
る
法
律
案
」
―
引
用
者
（
を
お
出
し

に
な
る
と
き
に
、
大
蔵
当
局
は
与
党
に
対
す
る
ど
う
い
う
御
連
絡
の
も
と
に
こ
の
法
案
を
お
出
し
に
な
ら
れ
た
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
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法
案
を
お
出
し
に
な
る
ま
で
の
推
移
を
一
応
伺
い
た
い
、
こ
の
（
マ
マ
）思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

○
河
野
政
府
委
員　

お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
法
案
を
提
案
い
た
し
ま
す
た
め
に
と
り
ま
し
た
手
続
は
、
政
府
部
内
に
お
い
て
関
係
の

各
省
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
と
十
分
に
協
議
を
い
た
し
ま
し
て
一
応
の
成
案
を
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
後
自
由
党
の

方
と
も
よ
く
お
話
合
い
を
い
た
し
ま
し
て
、
た
し
か
政
調
会
の
方
に
も
お
話
申
し
上
げ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
で
こ
の
法
案
を

提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
進
め
て
行
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
合
い
を
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
後
に
お
き
ま
し
て
、
閣
議
の

決
定
を
経
て
提
案
を
い
た
し
た
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。（
中
略
（

○
福
田
（
繁
（
委
員　

さ
す
れ
ば
、
今
度
は
修
正
案
を
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
提
案
者
に
私
は
伺
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
法
案
に
関

し
て
は
、
銀
行
局
長
は
た
だ
い
ま
御
答
弁
さ
れ
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。
も
う
会
期
が
切
迫
し
て
お
る
今
日
、
こ
う
い
う
同
一
法
案
に
関
し
て

与
党
が
修
正
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
銀
行
局
当
局
が
立
案
す
る
時
分
に
政
調
会
に
御
相
談
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
何
が
ゆ
え

に
そ
の
と
き
に
十
二
分
の
御
連
絡
を
さ
れ
な
か
つ
た
か
。（
中
略
（

○
藤
枝
委
員　

福
田
委
員
に
お
答
え
い
た
し
ま
す
が
、
第
一
点
の
、
政
府
と
十
分
な
連
絡
の
も
と
に
や
ら
な
か
つ
た
の
は
何
ゆ
え
か
と
い
う

お
話
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
い
ま
銀
行
局
長
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
私
ど
も
の
政
調
会
に
政
府
か
ら
原
案
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ

り
、
い
ろ
い
ろ
折
衝
い
た
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
当
時
わ
が
党
内
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ

異
論
が
あ
り
、
な
か
な
か
き
ま
ら
ぬ
が
、
し
か
し
政
府
と
し
て
は
で
き
る
だ
け
早
く
国
会
に
提
出
し
て
御
審
議
を
願
い
た
い
と
い
う
御
意
向

も
あ
り
ま
し
た
が
ゆ
え
に
、
一
応
十
分
そ
の
間
の
妥
結
を
見
ず
に
政
府
の
方
に
お
い
て
提
出
を
さ
れ
た
と
い
う
い
き
さ
つ
に
あ
り
ま
す
こ
と

を
御
了
承
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。（
後
略
（

　

以
上
の
よ
う
に
、
自
由
党
時
代
に
は
政
調
会
に
よ
る
政
府
提
出
法
案
の
「
事
前
審
議
」
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、「
事
前
審
査
制
」

と
い
う
べ
き
慣
習
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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三　

自
民
党
結
党
と
事
前
審
査
の
ル
ー
ル
化

　

一
九
五
五
年
一
一
月
自
民
党
が
結
党
さ
れ
た
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
組
織
が
新
た
に
創
設
さ
れ
た
際
、
そ
こ
で
新
た
な
ル
ー
ル
や

取
り
決
め
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
組
織
の
方
向
性
を
規
定
し
て
い
く
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
自
民
党
の
組
織
運
営
も
そ
の
例

外
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
章
で
は
結
党
と
と
も
に
定
め
ら
れ
た
政
調
会
の
新
た
な
権
限
や
仕
組
み
、
政
策
決
定
の
ル
ー
ル

に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

　

第
一
に
、
最
も
大
事
な
問
題
は
党
則
に
お
い
て
、
政
調
会
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
自
由
党
時
代
の
政
調
会
は
「
政

務
調
査
会
は
、
政
策
の
調
査
立
案
に
当
る
」（
党
則
一
四
条（（（
（

（
と
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
権
限
は
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
日
本
民
主

党
（
以
下
民
主
党
（
の
場
合
も
「
政
策
の
調
査
研
究
及
び
立
案
の
た
め
政
務
調
査
会
を
置
く
」（
党
則
四
二
条
（、「
政
務
調
査
会
の
決

定
し
た
政
綱
政
策
に
関
す
る
事
項
は
そ
れ
ぞ
れ
党
の
合
議
機
関
に
報
告
し
其
の
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
党
則
四
七
条
（
と

あ
る（（（
（

だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
民
党
の
結
党
と
と
も
に
発
表
さ
れ
た
党
則
に
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

　　
「
第
三
〇
条　

政
策
の
調
査
研
究
及
び
立
案
の
た
め
政
務
調
査
会
を
置
く
。

　
　
　
　

二　

党
が
政
策
と
し
て
採
用
す
る
議
案
は
、
政
務
調
査
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（（（
（

」

　　

こ
の
新
し
い
規
定
に
つ
い
て
、
政
調
会
副
会
長
の
福
田
赳
夫
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
新
党
は
政
策
を
以
て
立
つ
所
以
に
基
き
、
そ
の
結
成
の
当
初
か
ら
政
策
重
視
の
為
に
細
密
な
る
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
党
の
機
構

に
於
て
も
既
に
政
務
調
査
会
の
地
位
を
確
固
不
動
の
も
の
に
押
し
上
げ
て
い
る
が
、
昔
か
ら
政
党
は
政
策
を
軽
視
す
る
の
結
果
、
政
務
調
査
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会
の
地
位
も
自
ら
重
き
を
置
か
れ
な
か
っ
た
が
、
新
機
構
に
於
て
は
、
政
務
調
査
会
の
中
に
政
策
審
議
会
を
設
け
党
の
一
切
の
政
策
、
議
案

は
政
策
審
議
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
党
議
と
し
て
打
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
仕
組
と
し
て
あ
る（
（（
（

」。

　

こ
う
し
て
結
党
と
と
も
に
自
民
党
の
政
調
会
は
、
党
の
政
策
決
定
機
関
と
し
て
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
与
党
の
協
力
を
得
た
い

政
府
側
か
ら
す
れ
ば
、
最
大
の
関
門
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
政
調
会
に
党
所
属
の
衆
参
両
院
議
員
全
員
が
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
党
則
三
五
条
（。
時
代
を
遡
る
と
、

自
由
党
時
代
、
政
調
会
に
参
加
す
る
議
員
は
一
部
に
限
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
前
か
ら
議
席
を
持
っ
て
い
た
自
由
党
議
員
村
松
久

義
は
、
一
九
五
三
年
自
由
党
の
政
調
会
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る（（（
（

。

「（
戦
後
の
国
会
で
は
―
引
用
者
注
（
所
属
委
員
会
以
外
の
重
要
問
題
に
対
し
て
は
知
る
機
会
も
研
究
の
機
会
も
な
い
。
勿
論
政
務
調
査
会
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
が
、
調
査
会
員
に
任
命
の
通
知
も
な
い
の
だ
か
ら
、
自
分
が
政
調
会
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
知
る
由
も
な
い
。

懐
古
趣
味
か
も
知
れ
な
い
が
、
戦
前
に
於
い
て
は
重
要
問
題
別
に
特
別
委
員
会
が
開
か
れ
て
大
い
に
論
議
せ
ら
れ
、
政
調
会
に
於
い
て
採
否

が
決
定
せ
ら
る
る
こ
と
が
、
党
議
決
定
の
条
件
で
あ
っ
た
当
時
が
し
の
ば
れ
て
な
ら
な
い
。
本
会
議
に
於
け
る
議
会
制
度
と
相
俟
っ
て
、
意

見
の
あ
る
者
は
続
々
と
政
調
会
へ
馳
せ
参
じ
て
、
活
発
な
る
議
論
を
斗
わ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
そ
の
よ
う
に
や
っ
て
行
け
る
の

で
も
あ
ろ
う
が
、
当
時
は
少
な
く
と
も
招
か
れ
ざ
る
客
と
い
っ
た
様
な
卑
屈
さ
も
な
く
、
誰
で
も
堂
々
と
議
論
の
会
場
に
出
入
り
し
て
意
見

を
述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
」。

　　

こ
の
よ
う
に
政
調
会
が
一
部
の
議
員
に
よ
っ
て
構
成
、
運
営
さ
れ
る
な
ら
ば
、
政
調
会
の
党
内
の
利
害
調
整
機
能
は
制
約
さ
れ
、

党
の
統
制
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
自
民
党
で
は
政
調
会
に
党
所
属
議
員
を
全
員
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
政
調
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会
に
よ
る
党
内
の
利
害
調
整
、
統
制
を
企
図
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
政
調
会
が
ま
と
め
た
「
政
務
調

査
会
は
ど
う
運
営
さ
れ
て
い
る
か
」（『
政
策
月
報
』
一
九
五
六
年
五
月
（
と
い
う
解
説
記
事
に
次
の
よ
う
な
説
明
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
「
政
務
調
査
会
は
（
中
略
（
党
所
属
の
衆
参
両
院
議
員
全
員
が
、
そ
の
構
成
者
と
な
り
、
こ
れ
に
前
議
員
そ
の
他
の
学
識
経
験
者
を
も
加

え
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
構
成
は
、
形
式
的
に
は
両
院
議
員
総
会
と
同
じ
様
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
全
議
員
が
、
後
述

の
各
部
会
の
何
れ
か
に
属
し
、
ま
た
党
と
し
て
重
要
政
策
決
定
前
に
こ
の
政
務
調
査
会
の
総
会
を
開
い
て
自
由
に
論
議
す
る
等
両
院
議
員
総

会
と
は
別
個
の
機
能
を
も
つ
」

　

こ
の
記
事
で
は
、
両
院
議
員
総
会
と
政
調
会
が
同
列
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
両
院
議
員
総
会

は
党
則
上
、
緊
急
時
に
党
大
会
（
党
の
最
高
議
決
機
関
（
に
代
わ
っ
て
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
政
調
会
の
総
会
と
同
列

に
論
じ
る
こ
と
は
、
政
調
会
と
し
て
は
全
議
員
の
参
加
を
根
拠
と
し
て
、
政
調
会
に
よ
る
統
制
を
正
統
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
政
調
会
の
部
会
員
を
国
会
の
常
任
委
員
を
も
っ
て
充
て
る
と
い
う
新
方
式
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

方
式
は
結
党
か
ら
約
一
ケ
月
後
に
採
用
さ
れ
た
よ
う
で
、
一
九
五
五
年
一
二
月
一
三
日
の
『
衆
議
院
公
報
』
に
、
自
民
党
議
員
宛
の

次
の
よ
う
な
告
知
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
「
常
任
委
員
各
位
は
、
そ
の
部
属
に
応
じ
て
政
務
調
査
会
各
部
に
御
入
部
の
も
の
と
し
て
御
諒
承
を
願
い
ま
す
」
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推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
こ
の
新
方
式
は
次
の
よ
う
な
経
緯
で
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
調
会
に
議
員
全
員
が
加

入
す
る
と
な
れ
ば
、
議
員
を
政
調
会
の
ど
こ
か
に
割
り
当
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
所
属
の
常
任
委
員
会
を
単
位
と
し

て
政
調
会
の
各
部
会
に
所
属
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
自
然
な
流
れ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
新
方
式
は
政
府
与
党
関
係
に
新
し
い
局
面
を
も
た
ら
し
た
。
既
存
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
後
の
国
会
で
採

用
さ
れ
た
常
任
委
員
会
制
度
は
、
各
省
庁
と
常
任
委
員
と
の
間
に
強
い
結
び
つ
き
を
生
ん
で
い
た（（（
（

。
そ
の
常
任
委
員
を
各
部
会
の
メ

ン
バ
ー
と
す
る
こ
と
で
、
各
省
庁
と
各
部
会
は
接
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
各
部
会
は
省
庁
と
与
党
間
の
利
害
を
調
整（（（
（

し

な
が
ら
、
政
府
提
出
法
案
の
事
前
審
査
機
関
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。
先
述
の
「
政
務
調
査
会
は
ど
う
運
営
さ
れ
て
い
る
か
」

は
以
下
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　
「
近
代
日
本
政
治
に
お
い
て
は
政
策
は
き
わ
め
て
複
雑
多
岐
で
あ
り
、
与
党
と
し
て
は
政
府
の
各
省
と
も
緊
密
な
連
絡
を
必
要
と
す
る
か

ら
、
従
前
の
各
党
の
例
に
よ
り
（
中
略
（
内
閣
部
、
地
方
行
政
部
、
国
防
部
、
法
務
部
、
外
交
部
、
財
政
部
、
文
教
部
、
社
会
部
、
労
働
部
、

農
林
部
、
水
産
部
、
商
工
部
、
交
通
部
、
通
代
（
マ
マ
）部
、
建
設
部
の
一
五
の
部
を
設
け
（
中
略
（、
さ
ら
に
党
所
属
の
国
会
議
員
は
、
何
れ
か
の

部
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
所
属
方
法
と
し
て
は
、
原
則
と
し
て
国
会
内
に
お
か
れ
て
い
る
各
常
任
委
員
に
は
全
国
会
議
員

が
所
属
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
ま
た
各
部
会
の
所
属
委
員
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
法
律
案
等
は
第
一
次
的
に
は
担
当
部
会
で
十

分
に
検
討
さ
れ
、
こ
れ
が
さ
ら
に
審
議
会
で
審
議
さ
れ
る
順
序
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
か
く
て
決
定
さ
れ
た
も
の
は
、
一
旦
国
会
に
提
出

さ
れ
た
と
き
は
、
党
の
関
係
常
任
委
員
は
、
す
で
に
事
前
に
部
会
で
検
討
ず
み
で
あ
る
か
ら
そ
の
審
議
も
円
滑
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
方
式
も

新
機
軸
の
一
つ
で
あ
る
」。

　

第
四
に
、
政
調
会
で
は
、
各
部
会
の
上
位
機
関
と
し
て
政
調
審
議
会
を
新
設
さ
れ
た
。
な
ぜ
こ
れ
を
新
設
し
た
の
か
。「
政
務
調

査
会
は
ど
う
運
営
さ
れ
て
い
る
か
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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「
新
党
の
政
策
決
定
の
上
で
一
大
新
機
軸
を
生
み
出
し
た
の
は
こ
の
審
議
会
で
あ
り
（
中
略
（、
こ
の
審
議
会
の
特
色
は
党
と
し
て
採
用
す

べ
き
政
策
、
従
っ
て
こ
れ
に
深
い
関
係
を
も
つ
予
算
案
、
法
律
案
は
す
べ
て
細
大
も
ら
さ
ず
こ
の
審
議
会
に
付
議
さ
れ
、
決
定
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
審
議
委
員
は
各
部
会
を
担
当
し
た
り
、
ま
た
そ
の
責
任
者
と
な
ら
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
、
い
わ
ば
閣
議

に
お
け
る
無
任
所
大
臣
的
な
立
場
を
も
つ
も
の
と
同
様
の
役
割
を
し
、
大
所
高
所
か
ら
、
或
い
は
総
合
的
見
地
か
ら
政
策
を
審
議
決
定
す
る

こ
と
で
あ
る
。（
中
略
（
審
議
会
は
や
ゝ
も
す
れ
ば
分
裂
対
立
し
勝
ち
な
各
省
の
政
策
の
統
合
統
一
を
は
か
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
」（
下
線

引
用
者
（

　

審
議
委
員
が
部
会
を
担
当
し
な
い
の
は
、
部
会
が
省
庁
と
結
び
つ
き
、
政
策
の
「
分
裂
対
立
」
を
生
む
こ
と
が
明
ら
か
だ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
政
調
審
議
会
は
、
各
省
庁
と
結
び
つ
い
た
部
会
間
の
調
整
、
政
策
の
統
合
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
党
則
や
政
調
会
の
新
た
な
仕
組
み
を
概
観
す
る
と
、
政
調
会
に
は
党
内
の
利
害
調
整
、
省
庁
与
党
間
の
調
整
、

政
策
の
統
合
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
政
調
会
の
権
限
と
機
能
の
強
化
が
図
ら
れ
る
中
、
一
九
五
六
年
一
月
三
〇
日
政
調
会
で
注
目
す
べ
き
方
針
が
決

定
さ
れ
て
い
る
。「
第
二
四
国
会
提
出
法
律
案
及
び
そ
の
他
の
議
案
の
審
査
方
針
」（
以
下
、
第
二
四
国
会
審
査
方
針
と
略
（
が
そ
れ
で
、

政
調
会
は
こ
の
方
針
を
政
府
に
申
し
入
れ
た
と
い
う（（（
（

。
長
文
に
な
る
が
す
べ
て
引
用
す
る
。

　

一
、
政
府
提
出
法
律
案
及
び
議
員
提
出
法
律
案
（
他
党
提
出
の
も
の
を
含
む
（
は
す
べ
て
当
該
部
会
の
審
議
を
経
て
政
調
審
議
会
の
議
決

を
得
る
も
の
と
す
る
。

　

二
、
二
つ
以
上
の
部
会
に
関
係
あ
る
も
の
は
必
ら
ず
関
係
部
会
に
協
議
し
、
意
見
の
一
致
せ
ざ
る
も
の
は
審
議
会
の
決
定
に
よ
る
も
の
と
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す
る
。

　

三
、
政
府
提
出
法
律
案
は
必
ら
ず
閣
議
決
定
以
前
に
審
議
会
の
議
決
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。

　

四
、
審
議
会
の
議
決
を
経
た
法
律
案
そ
の
他
の
議
案
は
総
務
会
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

　

五
、
審
議
会
に
お
け
る
提
出
法
律
案
の
審
議
は
原
則
と
し
て
月
曜
日
及
び
木
曜
日
の
定
例
日
に
お
い
て
行
う
も
の
と
し
、
緊
急
を
要
す
る

場
合
は
臨
時
審
議
会
を
開
催
し
て
審
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　

六
、
各
部
会
は
常
時
所
轄
各
省
と
緊
密
な
連
絡
を
保
持
し
て
国
会
に
お
け
る
提
出
法
律
案
の
円
滑
迅
速
な
審
議
を
は
か
る
も
の
と
す
る
。

　

七
、
予
算
案
、
条
約
案
そ
の
他
議
案
の
取
扱
い
も
右
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

本
稿
の
主
題
と
密
接
に
関
わ
る
の
は
「
三
」
と
「
四
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
実
の
政
治
過
程
で
実
行
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、「
事

前
審
査
制
」
が
既
に
結
党
当
初
か
ら
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
実
は
こ
れ
と
符
合
す
る
資
料
は
、
政
府
側
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
五
五
年
一
二
月
五
日
、
事
務
次
官
会
議

の
席
上
、
根
本
竜
太
郎
内
閣
官
房
長
官
か
ら
次
の
よ
う
な
要
請
が
な
さ
れ
た
。

　
「
法
律
案
、
条
約
、
予
算
に
つ
い
て
は
自
由
民
主
党
政
策
審
議
会
と
緊
密
な
連
絡
を
と
り
、
そ
の
了
解
を
得
た
上
で
閣
議
決
定
を
経
、
国

会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と（
（（
（

」

　

こ
の
二
つ
の
資
料
か
ら
は
、
政
府
与
党
の
執
行
部
の
間
で
、
政
調
会
の
了
承
を
閣
議
決
定
の
条
件
と
す
る
こ
と
で
一
定
の
了
解
が

あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
方
針
は
、
実
行
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
次
章
以
下
で
検
討
し
よ

う
。
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四　

自
民
党
結
党
直
後
の
事
前
審
査
―
―
一
九
五
六
～
一
九
五
八
年

　

本
章
で
は
自
民
党
結
党
直
後
の
三
つ
の
通
常
国
会
、
す
な
わ
ち
第
二
四
国
会
、
第
二
六

国
会
、
第
二
八
国
会
で
政
調
会
が
政
府
提
出
法
案
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
、
特
に

事
前
審
査
は
ど
の
程
度
行
わ
れ
た
の
か
『
政
調
週
報
』
を
使
っ
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。

（
一
）
第
二
四
国
会
（
一
九
五
六
年
）
の
分
析

　

第
二
四
国
会
か
ら
『
政
調
週
報
』
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
厚
く
な
る
。
各
部
会
の
審
議
記
録

だ
け
で
な
く
、
政
審
の
記
録
も
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

表
２
に
示
し
た
よ
う
に
、
第
二
四
国
会
で
は
一
七
二
本
の
法
案
が
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
、

一
六
一
本
（
約
九
四
％
（
の
法
案
が
『
政
調
週
報
』
上
に
掲
載
さ
れ
た
。
第
一
九
国
会
の

掲
載
率
が
約
六
〇
％
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
大
幅
な
増
加
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

「
政
府
提
出
法
律
案
は
必
ら
ず
閣
議
決
定
以
前
に
審
議
会
の
議
決
を
要
す
る
」
と
い
う
方

針
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
政
調
会
で
は
網
羅
的
に
政
府
提
出
法

案
の
審
議
を
行
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
ほ
と
ん
ど
の
法
案
が
記
録
に
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
掲
載
さ
れ
た
法
案
の
内
訳
を
見
て
い
く
と
、
政
調
会
の
最
終
意
思
決
定
機
関
で
あ

る
政
審
に
お
け
る
了
承
が
確
認
で
き
た
法
案
は
一
三
六
本
に
上
る
。
そ
の
中
で
事
前
了
承

さ
れ
た
法
案
は
一
一
七
本
確
認
で
き
る
。
割
合
に
し
て
六
八
％
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
数
値

を
も
っ
て
「
事
前
審
査
制
」
と
い
う
に
は
物
足
り
な
い
が
、
自
由
党
の
場
合
一
四
・
八
％

重要法案 主要法案 一般法案
該当数 構成比 該当数 構成比

（％）
該当数 構成比

（％）
事前了承 117 68.0 5 41.7 68.0 70 62.5 15
同日了承 6 3.5 1 8.3 2.0 2 1.8 0
翌日以
降了承 13 7.6 2 16.7 12.0 16 14.3 0

政審の了承
が確認でき
ない法案 25 14.5 4 33.3 18.0 12 10.7 11
非掲載の
法案 11 6.4 0 0.0 0.0 12 10.7 0
計 172 100.0 12 100.0 100.0 112 100.0

表２　第24国会における政府提出法案と政調会
内訳

了承され
た法案

不成
立数該当数 構成比

（％）
（％）

34
1

6

9

0
50
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で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
自
民
党
結
党
直
後
に
一
つ
の
画
期
が
あ
っ
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
同
日

了
承
法
案
は
六
本
、
翌
日
以
降
に
了
承
さ
れ
た
法
案
は
一
三
本
に
も
上
り
、
こ
こ
か
ら
も
こ
の
時
期
の
与
党
審
査
は
「
事
前
審
査

制
」
と
呼
ぶ
に
は
逸
脱
例
が
多
く
、
ル
ー
ル
と
し
て
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
「
政
審
の
了
承
が
確
認
で
き
な
い
法
案
」
は
二
五
本
存
在
す
る
。
こ
れ
は
『
政
調
週
報
』
上
で
議
論
し
た
こ
と
は
確
認
で
き

る
も
の
の
、
政
審
の
了
承
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
法
案
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
鳩
山
内
閣
の
重
要
法
案
で
あ
っ
た
行
政
機
構
改
革
関

連
法
案
が
一
〇
本
含
ま
れ
る
。こ
の
問
題
は
、当
時
の
政
府
与
党
関
係
を
浮
き
彫
り
に
す
る
事
例
と
思
わ
れ
る
の
で
少
し
紹
介
し
た
い（（（
（

。

　

そ
も
そ
も
行
政
機
構
改
革
問
題
は
、
第
三
次
鳩
山
内
閣
が
憲
法
改
正
、
税
制
改
革
に
並
ぶ
重
要
政
策
と
し
て
掲
げ
て
い
た
問
題
で

あ
る
。
行
政
機
構
改
革
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
主
眼
は
政
府
の
施
策
を
行
政
部
内
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
制
度
導
入
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
政
府
の
意
向
を
受
け
一
二
月
二
七
日
第
三
次
行
政
審
議
会
が
設
置
さ
れ
、
審
議
会
は
二
月
二
三
日
答
申
を
行
っ

た
。
こ
れ
を
基
に
行
政
管
理
庁
は
「
行
政
制
度
改
革
要
綱
案
」
を
立
案
、
こ
れ
が
三
月
六
日
閣
議
に
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
日

閣
議
で
了
解
を
得
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

政
調
会
で
は
、
三
月
六
日
に
政
府
側
か
ら
要
綱
の
説
明
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
政
調
会
は
行
政
機
構
改
革
に
消
極
的
で
あ
り
、

三
月
二
二
日
の
政
審
で
は
「
内
政
省
新
設
（
行
政
機
構
改
革
の
中
心
的
な
論
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
―
引
用
者
注
（
は
今
回
は
見
送
り
」
を

決
定
し
た
こ
と
が
新
聞
で
報
じ
ら
れ（（（
（

、『
政
調
週
報
』
に
も
「
内
政
省
に
つ
い
て
は
慎
重
検
討
を
要
す
る
と
の
意
見
が
圧
倒
的
で

あ
っ
た
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
し
か
る
に
、
四
月
六
日
閣
議
は
行
政
機
構
改
革
関
連
の
一
〇
本
の
法
案
を
閣
議
決
定
し
、
そ
の
中

に
は
内
政
省
設
置
法
案
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
も
ま
た
第
二
四
国
会
当
時
、
事
前
審
査
が
ル
ー
ル
と
し
て
定
着
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

再
び
表
２
に
戻
る
。
や
や
細
か
い
こ
と
で
あ
る
が
、『
政
調
週
報
』
に
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
法
案
が
一
一
本
存
在
す
る
。
こ
れ

は
政
調
会
が
了
承
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
非
掲
載
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
記
録
漏
れ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
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し
政
調
会
が
了
承
し
て
い
な
い
法
案
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
法
案
の
不
成
立
の
可
能
性
が
高
い
は
ず
だ
が
、
こ
れ
ら
の
法
案
は
す
べ
て

成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
、
第
二
四
国
会
の
集
計
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
こ
の
国
会
は
事
前
審
査
制
の
起
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
逸
脱
例
も

多
く
事
前
審
査
が
ル
ー
ル
と
し
て
定
着
し
た
と
は
言
い
難
い
。
ち
な
み
に
、
先
に
紹
介
し
た
「
政
務
調
査
会
は
ど
う
運
営
さ
れ
て
い

る
か
」
は
、「
右
の
方
針
（
第
二
四
国
会
審
査
方
針
―
引
用
者
（
は
、
お
ゝ
む
ね

0

0

0

0

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
議
案
に
つ
い
て
実
行
さ
れ
、
か

く
て
政
府
提
案
の
重
要
法
案
は
慎
重
審
議
の
上
決
定
提
出
さ
れ
（
中
略
（
大
体

0

0

所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
」（
傍
点
引
用

者
（
と
い
さ
さ
か
歯
切
れ
の
悪
い
総
括
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
上
述
の
デ
ー
タ
と
整
合
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
二
）
第
二
六
国
会
（
一
九
五
七
年
）、
第
二
八
国
会
（
一
九
五
八
年
）
の
分
析

　

第
二
四
国
会
審
査
方
針
は
、
文
字
通
り
二
四
国
会
の
審
査
方
針
で
あ
る
が
、
こ
の
方
針
は
一
回
限
り
で
終
っ
た
方
針
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
先
例
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
六
、
第
二
八
国
会
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
政
調
会
と
し
て
は
、
こ
の
方
針
を
意
識
的
に
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
第
二
四
国
会
終
了
後
も
『
政
調
週

報
』
の
裏
表
紙
に
は
、
第
二
四
国
会
審
査
方
針
の
「
三
」
と
「
四
」
を
抜
粋
し
た
も
の
を
、「
国
会
提
出
法
律
案
及
び
そ
の
他
議
案

の
審
査
方
針
抄
」
と
い
う
見
出
し
で
毎
号
掲
載
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
一
九
五
七
年
末
ま
で
（。
そ
し
て
、
こ
の
政

調
会
の
方
針
は
政
府
与
党
内
で
も
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
窺
え
る
の
が
次
の
新
聞
記
事
で
あ
る
。

　

一
九
五
七
年
二
月
の
「
足
ぶ
み
す
る
法
案
審
議
」
と
題
さ
れ
た
記
事（（（
（

は
、
第
二
六
国
会
の
休
会
明
け
か
ら
半
月
た
っ
て
も
政
府
の

法
案
提
出
が
遅
れ
て
い
る
理
由
を
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
石
橋
新
内
閣
の
組
閣
で
予
算
決
定
が
遅
れ

た
た
め
に
法
案
作
成
が
遅
れ
た
こ
と
、
②
い
く
つ
か
の
法
案
で
各
省
庁
間
の
意
見
調
整
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
、
③
新
政
府
お
よ
び
与

党
人
事
が
難
航
し
た
影
響
を
受
け
て
、「
自
民
党
政
調
ス
タ
ッ
フ
の
人
選
が
お
く
れ
、
こ
の
た
め
政
調
各
部
会
の
法
案
事
前
審
査

0

0

0

0

0

0

が
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は
か
ど
ら
な
い
こ
と
」（
傍
点
引
用
者
（
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
記
事
の
書
き
ぶ
り
か
ら
し
て
、
与
党
政
調
会
に
よ
る
「
事
前
審

査
」
は
、
赤
城
書
簡
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
一
九
五
七
年
の
段
階
で
も
既
に
広
く
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る（（（
（

。

　

そ
れ
で
は
法
案
の
事
前
審
査
は
量
的
に
ど
の
程
度
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
表
３
は
第
二
六
国
会
の
集
計
結
果
で
あ
る
。
事
前
了

承
が
確
認
で
き
る
法
案
は
九
九
本
（
六
三
％
（
で
あ
り
、
前
年
の
第
二
四
国
会
よ
り
も
割
合
は
や
や
落
ち
る
。
一
方
、
同
日
了
承
、

翌
日
以
降
の
了
承
の
法
案
は
合
わ
せ
て
三
八
本
で
、
比
率
に
直
せ
ば
約
二
四
％
と
な
り
前
年
よ
り
や
や
多
い
。
先
の
新
聞
記
事
に

あ
っ
た
よ
う
に
、
石
橋
内
閣
の
成
立
に
よ
る
事
前
審
査
の
遅
れ
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
主
要
法
案
で
も
同
日

了
承
、
翌
日
以
降
承
認
に
な
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
二
八
国
会
で
は
（
表
４
（、
事
前
審
査
の
度
合
い
は
上
が
る
。
一
二
三
本
と
七
八
％
の
法
案
が
事
前
了
承
さ
れ
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
一
方
、
同
日
了
承
、
翌
日
以
降
了
承
の
法
案
は
全
体
の
一
五
％
程
度
に
低
下
し
て
い
る
。
し
か
も
重
要
度
に
注
目
す
れ
ば
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
般
法
案
で
あ
り
、
重
要
法
案
、
主
要
法
案
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
事
前
了
承
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ

は
、
事
前
審
査
の
浸
透
の
度
合
い
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
述
し
た
「
国
会
提
出
法
律
案
及
び
そ
の
他
議
案
の
審
査
方

針
抄
」
の
掲
載
が
一
九
五
七
年
末
を
も
っ
て
終
了
す
る
の
も
、
一
九
五
八
年
に
は
そ
の
掲
載
の
必
要
性
が
な
い
ほ
ど
、
ル
ー
ル
と
し

て
浸
透
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（
（

。

五　

事
前
審
査
制
の
定
着
と
赤
城
書
簡
―
―
一
九
五
九
～
一
九
六
六
年

　

本
章
で
は
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
六
年
ま
で
の
通
常
国
会
の
政
府
提
出
法
案
に
対
す
る
政
調
会
の
対
応
を
分
析
し
、
事
前
審
査

制
の
定
着
過
程
を
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
う
え
で
赤
城
書
簡
の
意
味
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
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表３　第26国会における政府提出法案と政調会

重要法案 主要法案 一般法案
該当数 構成比

（％）
該当数 構成比

（％）
該当数 構成比

（％）
事前了承 99 62.7 0 0.0 25 58.1 73 57.9 11
同日了承 21 13.3 0 0.0 8 18.6 13 10.3 0
翌日以降
了承 17 10.8 0 0.0 5 11.6 23 18.3 0
閣議決定
日不明 2 1.3 0 0.0 1 2.3 1 0.8 0

政審の了承が確
認できない法案 10 6.3 0 0.0 3 7.0 7 5.6 1
非掲載の法案 9 5.7 0 0.0 1 2.3 9 7.1 1

計 158 100 0 0.0 43 100 126 100
注　前国会からの継続審議法案（24法案）は含まない（以下、他の国会も同様）。なお第26国会の
　重要法案２つはいずれも継続審議法案である。

不成
立数

内訳

了承された法
案

該当数 構成比

表４　第28国会における政府提出法案と政調会

注　第28国会では実際は159法案提出されているが、政府予算案決定前に閣議決定された法案は
　集計の対象に含めなかった。『政調週報』の記録が政府予算案決定後から始まるからである。

重要法案 主要法案 一般法案
該当数 構成比

（％）
該当数 構成比

（％）
該当数 構成比

（％）
事前了承 123 78.3 11 100.0 30 85.7 82 73.9 14
同日了承 15 9.6 0 0.0 4 11.4 11 9.9 4
翌日以降
了承 8 5.1 0 0.0 1 2.9 7 6.3 0
閣議決定
日不明 4 2.5 0 0.0 0 0.0 4 3.6 0

政審の了承が確
認できない法案 3 1.9 0 0.0 0 0.0 3 2.7 0
非掲載の法案 4 2.5 0 0.0 0 0.0 4 3.6 0

計 157 100 11 100 35 100 111 100

不成
立数

内訳

了承された法
案

該当数 構成比
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（
一
）
事
前
審
査
制
の
定
着

　

一
九
五
九
年
以
降
の
『
政
調
週
報
』
は
情
報
量
が
落
ち
る
。
部
会
、
政
審
の
審
議
内
容
が
掲
載
さ
れ
ず
、
政
調
会
が
了
承
し
た
法

案
名
と
概
要
、
了
承
し
た
日
付
の
み
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
六
三
年
は
了
承
さ

れ
た
日
付
も
記
載
さ
れ
ず
、
法
案
が
『
政
調
週
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
号
の
発
行
日
か
ら
、
了
承
さ
れ
た
時
期
が
分
か
る
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
資
料
と
基
準
で
了
承
さ
れ
た
日
付
を
推
定
し
た
。

　

基
本
的
な
資
料
と
し
て
使
っ
た
の
は
『
衆
議
院
公
報
』
の
「
広
告
」
欄
で
あ
る
。
同
欄
に
は
各
党
の
会
合
の
情
報
が
告
知
（
予

告
（
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
政
審
の
議
題
と
な
る
法
案
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
告
知
通
り
、
そ
の
法
案
が
政
審
で
審
議
さ

れ
た
と
見
な
す
。
多
く
の
法
案
は
一
回
し
か
議
題
と
し
て
登
場
し
な
い
が
、
そ
れ
は
一
回
の
審
議
で
了
承
さ
れ
た
た
め
と
推
測
で
き

る
の
で
、
そ
の
日
を
政
審
の
了
承
日
と
推
定
し
た
。
複
数
回
登
場
す
る
法
案
の
場
合
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
審
議
が
一
回
で
終
わ
ら

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
最
も
遅
い
日
付
を
了
承
さ
れ
た
日
付
と
推
定
し
た
。

　

し
か
し
、「
広
告
」
欄
に
登
場
し
な
い
法
案
は
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
『
政
調
週
報
』
の
発
行
日
か
ら
さ
ら
に
推

計
を
重
ね
た
。
具
体
例
か
ら
説
明
す
る
と
、
例
え
ば
三
月
一
五
日
号
に
「
審
議
済
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
法
案
は
、
三
月
一
五
日
ま

で
に
政
調
会
で
了
承
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
該
法
案
の
閣
議
決
定
が
三
月
一
六
日
以
降
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
案
は
事

前
了
承
さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
当
該
の
法
案
の
閣
議
決
定
が
三
月
一
五
日
以
前
だ
っ
た
な
ら
ば
、
政
審

の
了
承
と
閣
議
決
定
の
ど
ち
ら
が
先
か
は
判
別
が
難
し
い
。
本
稿
で
は
前
者
の
よ
う
な
場
合
（
閣
議
決
定
日
前
に
発
行
さ
れ
た
『
政
調

週
報
』
に
法
案
が
掲
載
さ
れ
た
場
合
（
を
事
前
了
承
法
案
、
後
者
の
よ
う
な
場
合
を
「
事
前
事
後
判
定
不
能
」
と
し
て
処
理
し
た（（（
（

（
こ

の
基
準
で
事
前
了
承
と
判
断
し
た
法
案
は
、
一
九
六
〇
年
で
八
本
、
六
一
年
で
九
本
、
六
二
年
で
九
本
、
六
三
年
で
三
本
な
の
で
量
的
に
少
な

い
（。
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こ
の
よ
う
に
一
九
六
〇
年
か
ら
六
三
年
ま
で
は
デ
ー
タ
の
精
度
が
落
ち
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
以
下
論
述
を
進
め
た
い
。

　

表
５
で
は
、
一
九
五
六
年
か
ら
一
九
六
六
年
ま
で
の
通
常
国
会
の
集
計
結
果
を
ま
と
め
た
。
ま
た
、
長
期
的
な
傾
向
を
分
か
り
や

す
く
す
る
た
め
に
、
割
合
で
示
し
た
図
１
も
掲
げ
る
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
事
前
審
査
の
定
着
過
程
を
探
っ
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
事
前
審
査
の
度
合
い
で
あ
る
が
、
事
前
了
承
さ
れ
た
法
案
の
割
合
は
、
一
九
五
九
年
に
は
さ
ら
に
高
ま
り
八
〇
％
を
超
え
た
。

し
か
し
一
九
六
〇
年
か
ら
六
三
年
ま
で
は
若
干
低
下
す
る
。
そ
の
要
因
は
基
本
的
に
は
、
先
述
し
た
デ
ー
タ
の
と
り
方
に
起
因
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
『
衆
議
院
公
報
』
の
「
広
告
」
欄
で
確
認
で
き
な
い
法
案
は
、「
事
前
事
後
判
定
不
能
」
と
し
て

処
理
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
上
の
制
約
が
解
消
さ
れ
た
一
九
六
四
年
以
降
は
、

大
体
九
〇
％
を
超
え
る
法
案
が
事
前
審
査
を
済
ま
せ
て
閣
議
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

次
に
同
日
了
承
の
法
案
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
れ
は
一
九
五
九
年
以
降
も
大
体
一
〇
％
前
後
存
在
し
案
外
減
っ
て
い
な
い
。

国
会
開
会
中
の
閣
議
は
通
常
午
前
九
時
か
ら
開
か
れ
、
政
審
は
午
前
一
〇
時
に
開
始
さ
れ
る
か
ら
、
同
日
了
承
の
法
案
は
持
ち
回
り

閣
議
で
も
な
い
限
り
、
事
後
了
承
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
新
聞
報
道
で
確
認
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
事
後
了
承
と
は
い
え

な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
分
か
る
事
例
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
の
「
国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
中
央
自
動
車
道
の
予
定
路
線

を
定
め
る
法
律
案
」（
以
下
、
中
央
自
動
車
道
法
案
と
略
（
の
法
案
提
出
過
程
を
紹
介
す
る
。

　

こ
れ
に
先
立
つ
こ
と
三
年
前
、
一
九
五
七
年
に
国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
建
設
法
が
成
立
し
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
中
央
自
動
車

道
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
具
体
的
路
線
を
決
め
る
法
律
が
中
央
自
動
車
道
法
案
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
法
案
が
俎
上
に
上
る
中
で
、
与
党
内
で
は
中
央
道
よ
り
も
東
海
道
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
と
の
声
が
上
が
り
問
題
は
紛
糾
し
た
。

　

四
月
一
日
、
政
府
は
閣
議
で
こ
の
法
案
の
国
会
提
出
を
決
定
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
読
売
新
聞
の
解
説
記
事
は
伝
え
る
。

　
「（
そ
れ
ま
で
中
央
道
派
と
東
海
道
派
が
対
立
し
て
い
た
が
―
引
用
者
（
三
月
三
一
日
に
な
っ
て
政
調
建
設
部
会
の
調
整
が
つ
き
、
東
海
道
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表５　政府提出法案と政調会（1956～66年）
国会名 事前了承 同日了承 翌日以降

了承
事前事後
判定不能

非掲載法
案

その他
計

1956年 第24通常 117 6 13 0 11 25 172
1957年 第26通常 99 21 17 2 10 9 158
1958年 第28通常 123 15 8 4 4 3 157
1959年 第31通常 129 11 7 0 4 0 151
1960年 第34通常 98 26 9 9 8 0 150
1961年 第38通常 172 12 2 12 13 0 211
1962年 第40通常 121 11 0 20 8 0 160
1963年 第43通常 128 19 2 14 22 0 185
1964年 第46通常 154 9 2 3 1 0 169
1965年 第48通常 110 12 1 0 7 0 130
1966年 第51通常 128 9 2 0 0 0 139
注　前国会からの継続法案および政府予算案決定前に閣議決定された法案は含んでいない。「その
　他」とは表2～表４中の「政審の了承が確認できない法案」を指す。

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0

事前了承

同日了承

翌日以降
了承

図１　政府提出法案と政調会（1956～66年）
％
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の
方
は
高
速
自
動
車
道
の
名
称
を
や
め
て
幹
線
自
動
車
道
と
す
る
、
両
法
案
は
同
時
提
出
、
並
行
審
議
す
る
と
い
う
こ
と
で
両
派
が
折
れ

合
っ
た
。
こ
の
調
整
に
基
づ
き
四
月
一
日
政
府
が
中
央
道
法
案
を
閣
議
決
定
、
党
が
同
日
政
審
会
、
総
務
会
で
東
海
道
法
案
を
き
め
る
の
を

ま
っ
て
同
時
に
国
会
に
提
出
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
た（
（（
（

」

　

と
こ
ろ
が
、
一
日
の
政
審
、
総
務
会
で
強
硬
な
反
対
論
が
出
た
。
二
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
は
次
の
よ
う
に
報
じ
る
。

　
「（
中
央
自
動
車
道
法
案
は
―
引
用
者
（
一
日
の
閣
議
で
決
定
さ
れ
た
が
（
誤
報
と
思
わ
れ
る
―
引
用
者
注（
（（
（

（、
東
海
道
幹
線
自
動
車
道
建

設
法
案
（
第
二
東
海
道
法
案
（
と
の
関
係
が
こ
じ
れ
て
同
日
中
に
自
民
党
政
審
、
総
務
会
の
了
承
を
得
ら
れ
ず
、
国
会
提
出
は
来
週
以
降
に

持
ち
越
さ
れ
た
。（
中
略
（
閣
議
決
定
も
終
わ
り
国
会
に
提
出
す
る
と
い
う
ど
た
ん
場
に
な
っ
て
（
中
略
（
ま
た
も
や
自
民
党
内
の
調
整
ま

ち
の
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

結
局
こ
の
問
題
は
、
五
月
一
一
日
に
政
調
会
内
の
調
整
が
完
了
し
て
了
承
、
一
二
日
に
総
務
会
も
了
承
し
た
後
、
五
月
一
三
日
に

法
案
提
出
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

　

こ
の
事
例
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
に
、
政
府
側
が
部
会
の
承
認
を
も
っ
て
、
与
党
の
了
承
と
見
な
し
て
い
た
が
、
特
に
そ

れ
は
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
同
じ
日
に
閣
議
と
政
審
に
同
時
並
行
的
に
法

案
を
付
議
す
る
こ
と
は
、
手
続
き
的
に
可
能
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
日
了
承
の
法
案
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
手
続
き
の

下
に
発
生
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
事
後
了
承
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
再
び
表
５
、
図
１
に
戻
っ
て
、
翌
日
以
降
了
承
の
法
案
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
顕
著
な

特
徴
は
、
翌
日
以
降
に
了
承
さ
れ
る
法
案
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
以
降
の
発
生
確
率
は
ほ
ぼ
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一
％
で
あ
り（（（
（

、
一
九
六
二
年
の
よ
う
に
ゼ
ロ
と
い
う
年
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
先
に
見
た
事
前
了
承
法
案
の
増
加
と
重
ね
合
わ
せ
て

判
断
す
れ
ば
、
事
前
審
査
の
手
続
き
は
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
慣
習
と
し
て
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（（（
（

。

　

も
っ
と
も
以
上
の
分
析
は
、
日
付
と
い
う
限
ら
れ
た
情
報
に
依
拠
し
た
論
証
な
の
で
、
文
字
情
報
で
こ
の
点
を
補
強
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
最
も
端
的
な
証
言
と
し
て
、
自
治
庁
の
官
房
長
で
あ
っ
た
柴
田
護
は
次
の
よ
う
に
当
時
を
回
想
し
て
い
る
。

　
　

こ
の
予
算
折
衝
（
昭
和
三
六
年
度
予
算
―
引
用
者
注
（
の
前
後
を
通
じ
て
痛
感
し
た
こ
と
は
、
あ
る
い
は
予
算
の
編
成
に
つ
い
て
、
あ
る

い
は
法
案
提
出
に
つ
い
て
、
与
党
と
政
府
各
省
庁
と
の
間
に
、
非
常
に
緊
密
な
連
携
が
で
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
、

ち
ょ
う
ど
ま
る
二
年
、
国
の
当
初
予
算
の
編
成
事
務
か
ら
離
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
（
柴
田
は
一
九
五
八
年
六
月
か
ら
六
〇
年
一
月
ま
で
北

海
道
に
出
向
し
て
い
た
―
引
用
者
注
（、
こ
の
事
情
の
変
化
は
真
先
に
感
じ
ら
れ
た
。
以
前
は
、
党
と
の
連
絡
は
あ
っ
た
が
、
さ
し
て
組
織

立
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
帰
っ
て
来
て
感
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
驚
く
程
自
由
民
主
党
が
組
織
政
党
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
一
面
に
お
い
て
は
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
根
廻
し
の
ツ
ボ
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
面
、
各
省

庁
と
各
部
会
と
の
関
係
が
緊
密
化
し
て
き
た
た
め
、
党
の
政
策
審
議
会
と
い
う
と
こ
ろ
が
極
め
て
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
現
在
と
違
う
の
は
、
こ
の
頃
に
は
、
ま
だ
大
蔵
省
の
抵
抗
力
は
相
当
に
強
く
残
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
予
算
編
成
上
は
大
問
題

だ
け
を
注
目
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
お
よ
そ
法
律

案
は
、
閣
議
に
提
出
す
る
前
に
、
党
の
政
策
審
議
会
、
総
務
会
の
諒
承
を
と
り
つ
け
て
お
く
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
う
っ
か
り
し
て
い
る
と
係
争
中
の
案
件
が
政
府
段
階
で
結
着
を
つ
け
る
前
に
、
党
の
段
階
で
先
取
り
さ
れ
て
、
党
の
す
べ
て
が
済
ん

だ
の
で
と
い
う
わ
け
で
一
方
的
な
結
論
だ
け
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
推
移
を
見
定
め
る
の
は
、
官
房
長
の
仕
事
で
あ
り
、
総

務
課
長
、
政
府
委
員
室
の
仕
事
で
あ
っ
た（
（（
（

。

　　

柴
田
の
回
想
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
一
九
五
八
年
後
半
か
ら
一
九
六
〇
年
に
か
け
て
各
省
と
与
党
間
の
連
携
が
急
速
に
深
ま
り
、
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一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
は
事
前
審
査
制
は
定
着
し
て
い
た
こ
と
に
な
る（（（
（

。

　

第
二
に
、
筆
者
は
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
四
年
ま
で
の
通
常
国
会
時
の
『
読
売
新
聞
』
を
調
査
し
、
事
前
審
査
制
か
ら
の
逸
脱

事
例
を
探
そ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
確
認
で
き
た
最
後
の
事
例
が
一
九
五
九
年
の
国
民
年
金
法
案
（
閣
議
決
定
一
月
三
〇
日
、
政
調

会
了
承
二
月
二
日
（
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
も
事
前
審
査
の
定
着
と
い
う
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
で
紹
介
し
よ
う
。

　

国
民
年
金
法
案
の
要
綱
は
厚
生
省
に
お
い
て
一
九
五
九
年
一
月
一
六
日
に
ま
と
ま
っ
た
。
国
民
年
金
法
案
の
提
出
が
閣
議
決
定
さ

れ
た
の
は
一
月
三
〇
日
で
あ
る
が
、
新
聞
は
「
国
民
年
金
、
一
応
閣
議
で
決
定
」
と
見
出
し
を
つ
け
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

　
「
政
府
は
三
〇
日
の
閣
議
で
国
民
年
金
法
案
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
今
国
会
に
提
出
す
る
方
針
で
、
一
応
準
備
の
た
め
の
閣
議
決
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を

行
な
っ
た
。
同
法
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
自
民
党
な
ら
び
に
関
係
各
省
間
に
ま
だ
多
少
調
整
の
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
の
調
整
を
待
っ
て
国

会
に
提
出
す
る（
（（
（

」（
傍
点
引
用
者
（

　

新
聞
に
よ
れ
ば
二
月
三
日
ま
で
に
厚
生
、
大
蔵
両
省
の
調
整
が
つ
き（（（
（

、
自
民
党
側
も
二
月
三
日
総
務
会
で
法
案
提
出
を
正
式
決
定

し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（（（
（

。「
正
式
決
定
」
を
伝
え
る
記
事
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　
「
政
府
提
出
の
国
民
年
金
法
案
は
、
さ
き
に
厚
生
省
か
ら
発
表
さ
れ
た
最
後
案
の
う
ち
、
自
民
党
の
一
部
か
ら
異
論
が
出
て
い
た
援
護
年

金
（
無
き
（
マ
マ
）ょ
出
年
金
（
の
所
得
制
限
に
つ
い
て
、
部
分
的
に
こ
れ
を
緩
和
す
る
こ
と
で
党
内
お
よ
び
大
蔵
省
と
の
了
解
が
つ
い
た
の
で
、
三

日
正
式
決
定
と
な
っ
た
も
の
。
さ
る
三
〇
日
の
閣
議
で
準
備
決
定

0

0

0

0

を
す
ま
せ
て
い
る
の
で
、
持
ち
回
り
閣
議
の
必
要
な
く
国
会
へ
提
出
で
き

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」（
傍
点
引
用
者
（
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こ
う
し
て
同
法
案
は
二
月
四
日
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
右
の
事
例
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
準
備
決
定
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
「
準
備
」
と
い
う
言
葉
は
新
聞
独
自
の
使
い
方
で
は
な
く
、
公
式
の
閣
議
の
記
録
で
あ
る
『
閣
議
資
料
』（
国
立
公
文

書
館
蔵
（
の
中
に
も
確
か
に
存
在
す
る
。
一
月
三
〇
日
の
同
資
料
の
「
閣
議
案
件
」
の
中
に
は
、
当
日
閣
議
決
定
さ
れ
た
法
案
名
が

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
国
民
年
金
法
案
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
別
紙
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
準
備
の
た
め
」
と
い
う
文
言

が
付
さ
れ
た
上
で
、
同
法
案
名
が
一
件
だ
け
掲
載
さ
れ
、
同
法
案
の
関
係
資
料
も
添
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
月
三
日

の
『
閣
議
資
料
』
の
「
閣
議
案
件
」
の
中
に
も
、
国
民
年
金
法
案
は
出
て
こ
な
い
が
、
別
紙
に
次
の
よ
う
な
形
で
登
場
す
る
。

　
　
「
閣
議　
（
昭
和
三
十
四
年
二
月
二
日
（

　
（
昭
和
三
十
四
年
一
月
三
十
日
閣
議
に
準
備
の
た
め
と
し
て
付
議
し
た
も
の
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◎
法
律
案

　

前
回
配
布　

一
、
国
民
年
金
法
案
（
厚
生
・
大
蔵
省
（　
（
決
定
（」

　　

つ
ま
り
、
政
調
会
が
了
承
し
た
二
月
二
日
（
こ
の
日
閣
議
は
開
催
さ
れ
て
い
な
い
（、
正
式
決
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

す
る
と
、
お
そ
ら
く
「
準
備
決
定
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
「
仮
決
定
」「
条
件
つ
き
の
決
定
」
で
あ
り
、
仮
状
態
を
解
除
す
る
の

が
自
民
党
の
了
承
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（（（
（

。
こ
う
し
た
手
続
き
か
ら
は
、
与
党
の
了
承
な
し
に
閣
議
決
定
す
る
こ
と
が
、
政
府
側

で
も
正
規
の
手
続
き
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

筆
者
が
調
べ
た
限
り
で
は
、
こ
れ
以
後
新
聞
レ
ベ
ル
で
は
、
翌
日
以
降
の
了
承
が
確
認
で
き
る
法
案
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
前
述
の
デ
ー
タ
や
柴
田
の
回
想
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
実
際
の
政
治
過
程
と
整
合
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（（（
（

。

　

以
上
、
本
節
は
『
政
調
週
報
』
の
デ
ー
タ
に
文
字
資
料
を
補
足
し
て
考
察
し
た
が
、
事
前
審
査
制
は
赤
城
書
簡
を
待
つ
ま
で
も
な
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く
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
慣
習
と
し
て
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（（（
（

。

（
二
）
事
前
審
査
制
と
総
務
会
―
―
赤
城
書
簡
の
再
検
討

　

こ
こ
ま
で
与
党
審
査
の
主
体
を
政
調
会
に
限
定
し
て
考
察
し
て
き
た
が
、
今
日
事
前
審
査
制
と
い
う
場
合
、
政
調
会
、
総
務
会
の

了
承
を
も
っ
て
与
党
の
了
承
と
し
て
い
る
。
総
務
会
は
当
時
、
政
府
提
出
法
案
の
事
前
審
査
に
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
一
九
五
九
年
の
『
政
調
週
報
』
は
、
興
味
深
い
情
報
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
法
案
ご
と
に
政
調
会
と
総
務
会
の

了
承
し
た
日
付
を
記
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
政
調
会
、
総
務
会
の
了
承
と
い
う
手
続
き
は
、
す
で
に
一
九
五
九
年
か
ら
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
日
付
を
利
用
し
て
さ
ら
に
分
析
を
進
め
よ
う
。
ま
ず
総
務
会
と
政
審
の
承
認
の
日
付
を
比
べ
る
と
、『
政
調
週
報
』
に
掲
載

さ
れ
た
一
五
一
法
案
の
う
ち
、
政
調
会
と
総
務
会
の
了
承
が
同
じ
日
に
行
わ
れ
た
法
案
は
七
〇
本
と
約
半
数
に
上
る
。
自
民
党
本
部

の
元
職
員
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
今
日
で
も
、
政
調
会
関
係
者
は
一
つ
の
法
案
を
同
じ
日
の
政
審
（
一
〇
時
（
と
総
務
会

（
一
一
時
（
で
通
過
さ
せ
る
こ
と
を
好
み
、
こ
れ
を
「
一
気
通
貫
」
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
が
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
手

続
き
が
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
残
り
の
七
七
本
の
法
案
は
、
政
審
の
了
承
の
翌
日
に
総
務

会
で
了
承
さ
れ
て
い
る
（
残
り
四
法
案
は
日
付
不
明
（。
記
録
に
残
る
全
て
の
法
案
が
政
調
会
の
了
承
か
ら
一
両
日
中
に
総
務
会
で
決

定
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
総
務
会
は
事
実
上
の
追
認
機
関
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

次
に
閣
議
決
定
と
総
務
会
の
関
係
を
分
析
し
た
い
。
こ
こ
で
も
日
付
の
差
に
注
目
す
る
と
、
閣
議
決
定
前
日
ま
で
に
総
務
会
が
了

承
し
て
い
た
法
案
は
九
〇
本
、
閣
議
決
定
と
同
日
の
了
承
は
四
七
本
、
閣
議
決
定
翌
日
以
降
に
総
務
会
が
了
承
し
た
法
案
は
一
〇
本

で
あ
る
。
閣
議
が
九
時
、
総
務
会
は
一
一
時
が
定
刻
で
あ
る
か
ら
、
五
七
本
も
の
法
案
が
総
務
会
の
了
承
を
待
た
ず
に
閣
議
決
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
の
第
二
四
国
会
審
査
方
針
の
「
四
」
も
「
審
議
会
の
議
決
を
経
た
法
律
案
そ
の
他
の
議
案
は
総
務
会
に
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連
絡

0

0

す
る
も
の
と
す
る
」（
傍
点
引
用
者
（
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
デ
ー
タ
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
一
九
五
九
年
当
時
総
務
会
の

了
承
は
、
閣
議
決
定
の
条
件
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る（（（
（

。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
赤
城
書
簡
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

　

そ
も
そ
も
総
務
会
は
自
民
党
の
党
則
上
、「
総
務
会
は
、
党
の
運
営
及
び
国
会
活
動
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
決
定
す
る
」（
二

六
条
（
と
あ
り
、
建
前
上
は
政
調
会
よ
り
も
格
上
の
党
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
は
、
総
務
会
の

議
決
を
待
た
ず
し
て
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
存
在
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た（（（
（

。
一
方
、
政

調
会
は
事
前
審
査
の
主
体
と
し
て
法
案
審
議
を
行
い
、
赤
城
書
簡
が
出
さ
れ
た
一
九
六
二
年
の
時
点
で
、
政
調
会
に
よ
る
事
前
審
査

は
す
で
に
定
着
し
て
い
た
。
そ
こ
に
出
さ
れ
た
の
が
赤
城
書
簡
（「
各
法
案
提
出
の
場
合
は
閣
議
決
定
に
先
立
っ
て
総
務
会
に
御
連
絡
を

願
い
度
い
」（
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
赤
城
書
簡
は
与
党
の
事
前
承
認
の
要
件
と
し
て
、
新
た
に
総
務
会
の
承
認
も
必
要
な

こ
と
を
内
閣
側
に
通
知
し
た
文
書
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（（（
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
総
務
会
の
要
請
は
少
な
く
と
も
自
民
党
内
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い

る
の
が
、
こ
れ
ま
た
『
政
調
週
報
』
で
あ
る
。『
政
調
週
報
』
の
表
紙
に
は
、
一
九
六
二
年
二
月
九
日
号
ま
で
は
「
政
調
審
議
会
審

議
済
」
と
い
う
表
書
き
が
存
在
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
六
二
年
二
月
一
六
日
号
か
ら
「
政
調
審
議
会
・
総
務
会
審
議
済
」
と
い
う
表

書
き
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
月
二
三
日
の
総
務
会
決
定
を
政
調
会
が
受
け
入
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
与
党
の
事
前
審
査
に
は
政
調
会
だ
け
で
な
く
、
総
務
会
の
了
承
ま
で
も
が
要
件
と
し
て
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
赤
城

書
簡
は
事
前
審
査
制
の
「
嚆
矢
」
で
は
な
く
、
今
日
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
事
前
審
査
制
に
到
達
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
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六　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
事
前
審
査
制
の
起
点
と
定
着
の
過
程
を
考
察
し
て
き
た
。
結
論
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
自
民
党
結
党
前
、
事
前
審
査
の
手
続
き
は
一
般
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
政
調
会
に
お
け
る
官
僚
の
事
前
説
明
や
政
調
会

の
事
前
審
議
は
広
く
存
在
し
た
も
の
の
、
政
調
会
の
了
承
は
閣
議
決
定
の
条
件
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
政
府
与
党
関
係
は
、
自
民
党
結
党
と
と
も
に
大
き
く
変
わ
る
。
政
調
会
の
権
限
、
機
能
の
強
化
が
進
め
ら
れ
る
と
と

も
に
、
政
府
与
党
間
で
は
、
自
民
党
政
調
会
の
了
承
を
閣
議
決
定
の
条
件
と
す
る
取
り
決
め
（
第
二
四
国
会
審
査
方
針
（
が
行
わ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
取
り
決
め
は
実
際
に
守
ら
れ
た
の
か
。『
政
調
週
報
』
の
デ
ー
タ
を
分
析
し
た
結
果
、
結
党
当
初
の
第
二
四
国

会
で
は
、
事
前
審
査
の
手
続
き
は
「
お
お
む
ね
」
実
行
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
事
前
審
査
制
の
起
点
は
、
こ
の
第
二
四

国
会
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
四
国
会
審
査
方
針
は
、
そ
の
後
も
受
け
継
が
れ
事
実
上
先
例
と
し

て
定
着
し
て
い
っ
た
。

　

次
に
事
前
審
査
が
慣
習
と
し
て
定
着
し
た
と
い
え
る
の
は
い
つ
か
。
デ
ー
タ
が
や
や
欠
落
し
て
い
る
時
期
で
は
あ
る
が
、
事
前
了

承
さ
れ
た
法
案
、
事
後
了
承
に
な
っ
た
法
案
の
割
合
、
こ
れ
に
同
時
代
人
の
回
想
や
新
聞
報
道
を
補
っ
て
判
断
す
る
と
、
そ
れ
は
一

九
六
〇
年
代
初
頭
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
二
年
赤
城
書
簡
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
与
党
の
事
前
審
査
の
要
件

に
総
務
会
の
了
承
が
加
わ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
政
府
与
党
間
の
政
策
手
続
き
は
、
今
日
理
解
さ
れ
る
事
前
審
査
制
の
姿
に
近
づ
い
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
赤
城
書
簡
は
事
前
審
査
制
の
「
嚆
矢
」
で
は
な
く
、
制
度
化
の
最
終
局
面
を
意
味
す
る
文
書
と
し
て
理
解
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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【
追
記
】

　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
（「
自
民
党
政
権
の
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
の
形
成
過
程
に
関
す
る
共
同
研
究
（
研
究
課
題

番
号
：
２
３
５
３
０
１
６
４
（」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
で
報
告
し
た
内
容
を
も
と
に
し
て
い
る
。
討
論
者
と
し
て
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た

だ
い
た
牧
原
出
東
京
大
学
教
授
、
五
百
旗
頭
薫
東
京
大
学
准
教
授
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
自
由
民
主
党
本
部
元
政
務
調
査
会
長
室
室

長
の
中
丸
到
生
氏
に
は
長
期
に
わ
た
り
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
自
民
党
政
権
を
理
解
す
る
た
め
の
様
々
な
ヒ
ン
ト
を
い
た
だ
い

た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
（
（　

近
年
発
行
さ
れ
た
政
治
学
辞
典
で
は
、
事
前
審
査
制
は
「
内
閣
が
国
会
に
提
出
す
る
法
案
を
与
党
が
事
前
に
審
査
す
る
手
続
き
の
こ

と
。
わ
が
国
で
は
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
自
民
党
の
長
期
政
権
の
下
で
、
政
府
提
出
法
案
は
ま
ず
与
党
自
民
党
の
政
務
調
査
会
の
部
会
で

審
査
さ
れ
、
次
に
政
務
調
査
会
、
総
務
会
の
了
承
を
経
て
、
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
化
し
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（『
現
代

日
本
政
治
小
辞
典
』、
ブ
レ
ー
ン
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
吉
野
孝
執
筆
（。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
は
事
前
審
査
制
の
起
点
を
自
民
党
結

党
当
初
の
一
九
五
六
年
に
置
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
で
見
解
が
異
な
る
。

（
2
（　
「
自
由
民
主
党
総
務
会
長
提
出　

法
案
審
議
に
つ
い
て
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
『
内
閣
公
文
・
国
政
一
般
・
政
党
・
政
党
の
申
入
、
要

望
・
Ａ
５
２
―
５
・
第
５
巻
』（。

（
（
（　

例
え
ば
、
川
人
貞
史
『
日
本
の
国
会
制
度
と
政
党
政
治
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
（、
一
九
六
頁
。
大
山
礼
子
『
日
本
の

国
会
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
一
年
（、
七
八
頁
。

（
4
（　

例
え
ば
、
久
米
郁
男
他
『
政
治
学
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
（、
二
〇
七
頁
。
中
島
誠
『
立
法
学
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
（、

八
九
頁
。

（
（
（　

例
え
ば
、
大
久
保
好
男
（
読
売
新
聞
論
説
委
員
（「
小
泉
改
革
の
成
果
の
問
わ
れ
る
年
」（『
国
会
月
報
』、
二
〇
〇
二
年
一
月
（。
星

浩
（
朝
日
新
聞
記
者
（「
自
民
党
政
調
会
と
政
策
決
定
過
程
」（
北
村
公
彦
他
編
『
現
代
日
本
政
党
史
録
・
第
五
巻
』、
第
一
法
規
、
二
〇
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〇
四
年
（。

（
（
（　

も
っ
と
も
、
自
民
党
結
党
当
初
か
ら
事
前
審
査
が
存
在
し
た
こ
と
に
言
及
す
る
研
究
は
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
佐
藤
誠
三

郎
・
松
崎
哲
久
『
自
民
党
政
権
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
（、
岩
井
奉
信
『
立
法
過
程
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
（、
福

元
健
太
郎
『
日
本
の
国
会
政
治
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
（
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
、
事
前
審
査
の

起
点
や
程
度
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
自
民
党
側
が
赤
城
書
簡
で
わ
ざ
わ
ざ
事
前
審
査
を
申
し
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

当
時
の
事
前
審
査
は
実
質
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
論
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
立
場
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。

（
7
（　

赤
城
書
簡
の
通
説
的
理
解
に
異
を
唱
え
た
研
究
と
し
て
、
向
大
野
新
治
「
議
案
審
査
議
案
事
前
審
査
制
度
の
通
説
に
誤
り
あ
り

（『
議
会
政
治
研
究
』、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
（
が
注
目
さ
れ
る
。
向
大
野
に
よ
れ
ば
、
赤
城
書
簡
は
「
全
く
事
前
審
査
と
関
わ
り
の
な
い

こ
と
で
出
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
二
年
当
時
、
選
挙
制
度
審
議
会
の
答
申
を
政
府
が
採
用
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
自

民
党
が
、
党
の
了
承
な
く
政
府
案
を
提
出
す
る
こ
と
を
牽
制
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
資
料
的
根
拠
は
明
示

さ
れ
て
い
な
い
が
、
向
大
野
の
キ
ャ
リ
ア
（
衆
議
院
事
務
局
に
勤
務
（
か
ら
す
る
と
、
重
要
な
証
言
と
い
え
よ
う
。

（
8
（　
『
政
調
週
報
』
は
国
立
国
会
図
書
館
等
複
数
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
自
由
党
時
代
の
も
の
は
長
崎

県
立
図
書
館
に
の
み
所
蔵
さ
れ
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。

（
9
（　

本
稿
で
は
「
官
報
情
報
検
索
サ
ー
ビ
ス
」
か
ら
『
官
報
』
の
情
報
を
入
手
し
た
。

（
（0
（　

第
一
九
国
会
は
一
九
五
三
年
一
二
月
に
開
会
し
一
九
五
四
年
六
月
に
閉
会
し
て
い
る
か
ら
、
正
確
に
は
一
九
五
三
～
一
九
五
四
年
と

表
記
す
べ
き
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
国
会
審
議
は
一
月
の
休
会
明
け
か
ら
始
ま
る
の
で
一
九
五
四
年
と
表
記
し
た
。
四
章
以
下
の
通
常
国

会
も
同
様
に
表
記
し
た
。

（
（（
（　

戦
前
の
事
前
審
議
に
つ
い
て
は
、
村
瀬
信
一
『
帝
国
議
会
改
革
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
（
に
詳
し
い
。
ま
た
翼
賛
政
治

会
の
事
前
審
議
に
つ
い
て
は
、
官
田
光
史
「
翼
賛
議
会
の
位
相
」（『
歴
史
学
研
究
』、
二
〇
〇
九
年
二
月
（
参
照
。

（
（2
（　
『
政
調
週
報
』
に
よ
れ
ば
、
第
一
九
国
会
当
時
、
外
交
部
、
交
通
部
、
行
政
部
、
国
土
部
、
財
政
金
融
部
、
産
業
部
、
治
安
部
、
社

会
部
、
水
産
部
、
農
林
部
、
文
教
部
、
労
働
部
の
一
二
の
部
が
存
在
し
た
。

（
（（
（　

福
元
は
『
議
会
制
度
百
年
史
』
の
「
国
会
史
」
に
お
い
て
、
各
国
会
の
「
概
観
」
に
記
載
さ
れ
た
法
案
を
重
要
法
案
、「
主
な
法
律

案
」
と
し
て
記
載
さ
れ
た
法
案
を
「
主
要
法
案
」、
そ
れ
以
外
を
「
一
般
法
案
」
に
分
類
し
た
。
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（
（4
（　
『
第
一
九
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
議
事
録
』、
一
九
五
四
年
四
月
二
八
日
。

（
（（
（　

自
由
党
の
党
則
は
「
党
則
改
正
を
決
定
」（『
再
建
』、
一
九
五
三
年
一
一
月
号
（
よ
り
確
認
し
た
。

（
（（
（　

民
主
党
の
党
則
は
「
日
本
民
主
党
党
則
」（
憲
政
記
念
館
蔵
『
村
川
一
郎
文
書
』（
か
ら
確
認
し
た
。

（
（7
（　
『
自
由
民
主
党
史
・
資
料
編
』（
自
由
民
主
党
、
一
九
八
七
年
（、
三
二
頁
。

（
（8
（　

福
田
赳
夫
「
新
政
局
と
わ
が
党
の
使
命
」（『
経
済
展
望
』、
一
九
五
六
年
一
月
（。

（
（9
（　

村
松
久
義
「
帰
り
新
参
傍
観
記
」（『
再
建
』、
一
九
五
三
年
三
月
（。
ち
な
み
に
、『
政
調
週
報
』
に
よ
れ
ば
、
第
一
九
国
会
に
お
け

る
政
調
会
各
部
に
よ
る
法
案
審
議
は
、
各
部
の
「
役
員
会
」
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
当
時
の
政
調
会
は
「
役

員
」
の
肩
書
き
を
持
つ
一
部
の
議
員
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
議
員
は
村
松
の
よ
う
に
「
招
か
れ
ざ
る
客
」
と
い

う
意
識
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
20
（　

川
人
貞
史
「
一
九
五
〇
年
代
議
員
立
法
と
国
会
法
改
正
」（
前
掲
、
川
人
『
日
本
の
国
会
制
度
と
政
党
政
治
』
所
収
（、
村
井
哲
也

「
戦
後
政
治
と
保
守
合
同
の
相
剋
」（
坂
本
一
登
他
編
『
日
本
政
治
史
の
新
地
平
』、
吉
田
書
店
、
二
〇
一
三
年
（。

（
2（
（　

自
民
党
結
党
前
後
の
政
府
与
党
間
の
調
整
の
実
相
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
て
い
き
た
い
。

（
22
（　
『
政
調
週
報
』、
一
九
五
六
年
第
八
号
（
自
一
九
五
六
年
一
月
三
〇
日
至
二
月
四
日
（。

（
2（
（　

国
立
公
文
書
館
蔵
『
次
官
会
議
資
料
綴
』、
一
九
五
五
年
一
二
月
五
日
。
な
お
、
こ
の
資
料
の
存
在
は
、
前
掲
村
井
「
戦
後
政
治
と

保
守
合
同
の
相
剋
」
の
中
で
初
め
て
言
及
さ
れ
た
。

（
24
（　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
牧
原
出
「
内
閣
・
官
房
・
原
局
（
二
（」（『
法
学
』、
一
九
九
六
年
八
月
（、
黒
澤
良
「
自
治
庁
創
設
へ
の

政
治
過
程
」（
坂
本
一
登
他
編
『
日
本
政
治
史
の
新
地
平
』、
吉
田
書
店
、
二
〇
一
二
年
（
に
詳
し
い
。
事
実
関
係
は
、
主
と
し
て
行
政
管

理
庁
史
編
集
委
員
会
編
『
行
政
管
理
庁
史
』（
行
政
管
理
庁
、
一
九
八
四
年
（
に
依
拠
し
た
。

（
2（
（　
『
読
売
新
聞
』、
一
九
五
六
年
三
月
二
三
日
。

（
2（
（　
『
政
調
週
報
』（
一
九
五
六
年
第
一
五
号
（
の
三
月
二
二
日
の
政
審
の
項
。

（
27
（　
『
読
売
新
聞
』、
一
九
五
七
年
二
月
一
六
日
。

（
28
（　

一
九
五
八
年
の
第
二
八
国
会
で
も
こ
れ
に
似
た
記
事
が
あ
る
（『
読
売
新
聞
』、
一
九
五
八
年
一
月
二
九
日
（。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一

月
二
八
日
現
在
政
府
の
法
案
提
出
が
遅
れ
て
い
る
た
め
、
政
府
は
法
文
化
し
た
法
案
に
つ
い
て
「
自
民
党
側
に
対
し
審
議
を
促
進
し
法
案
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の
早
期
提
出
方
針
に
協
力
す
る
よ
う
申
入
れ
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
与
党
審
査
が
政
府
の
法
案
提
出
の
条
件
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
。

（
29
（　

こ
う
し
た
事
前
審
査
の
浸
透
ぶ
り
を
示
す
事
例
と
し
て
、
第
二
八
国
会
の
恩
給
法
改
正
法
案
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

　

恩
給
法
は
日
本
遺
族
会
等
の
恩
給
団
体
の
利
害
が
関
係
す
る
た
め
自
民
党
に
と
っ
て
重
要
な
法
案
で
あ
る
。
こ
の
法
案
提
出
に
先
立

ち
、
岸
内
閣
は
一
月
に
政
府
予
算
案
を
閣
議
決
定
し
、
恩
給
の
増
額
分
と
し
て
三
〇
〇
億
円
計
上
し
て
い
た
。
し
か
し
、
党
内
で
は
傷

痍
軍
人
の
恩
給
を
増
額
修
正
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
強
く
、
法
案
の
国
会
提
出
が
遅
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
岸
信
介
首
相
は
二
月
一
五

日
、
今
松
次
郎
総
務
長
官
、
三
木
武
夫
自
民
党
政
調
会
長
に
「
未
調
整
分
は
後
日
委
員
会
で
修
正
し
て
も
よ
い
か
ら
二
十
一
日
閣
議
決

定
の
線
は
絶
対
く
ず
さ
な
い
」
よ
う
厳
命
し
た
と
い
う
（『
読
売
新
聞
』、
一
九
五
八
年
二
月
一
七
日
（。
さ
ら
に
一
八
日
岸
は
三
木
に
対

し
「
平
年
度
三
百
億
円
増
額
（
予
算
案
（
の
ワ
ク
を
絶
対
に
厳
守
し
、
そ
の
ワ
ク
内
で
操
作
し
う
る
余
地
が
あ
っ
た
ら
考
慮
す
べ
き
だ
」

と
い
う
指
示
を
与
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
同
、
二
月
一
九
日
（。

　

こ
れ
を
受
け
、
自
民
党
側
で
は
一
九
日
政
調
会
内
閣
部
会
、
政
調
審
議
会
の
合
同
会
議
を
開
い
た
が
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
三
木
に

具
体
案
の
と
り
ま
と
め
を
一
任
し
た
（
同
、
二
月
一
九
日
夕
刊
（。
同
日
、
三
木
は
政
調
副
会
長
や
大
蔵
省
主
計
局
長
、
総
理
府
恩
給
局

長
と
協
議
の
上
、
先
に
決
ま
っ
て
い
た
戦
死
者
遺
族
等
へ
の
恩
給
増
額
分
を
削
減
し
て
傷
痍
軍
人
側
に
回
す
と
い
う
裁
定
を
下
し
た

（
同
、
二
月
二
〇
日
（。
こ
れ
が
党
で
了
承
さ
れ
、
二
一
日
予
定
通
り
恩
給
法
改
正
法
案
は
閣
議
決
定
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
事
例
で
は
、
政
府
側
と
党
側
の
意
見
が
対
立
し
た
も
の
の
、
政
府
側
が
指
示
し
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
枠
組
み
の
中
で
与
党
側
は

恩
給
法
を
調
整
し
、
承
認
へ
と
至
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
政
府
側
の
ペ
ー
ス
で
問
題
は
処
理
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
少
な
く
と
も
形

式
に
お
い
て
、
政
府
側
が
政
調
会
の
了
承
を
待
っ
て
閣
議
決
定
に
進
む
と
い
う
手
順
を
守
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

事
前
審
査
の
手
続
き
は
、
政
府
与
党
内
で
守
る
べ
き
「
規
範
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（0
（　

こ
れ
以
外
に
も
閣
議
決
定
日
が
不
明
な
法
案
は
、「
事
前
事
後
判
定
不
能
」
の
法
案
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
。

（
（（
（　
『
読
売
新
聞
』、
一
九
六
〇
年
四
月
一
九
日
夕
刊
。

（
（2
（　
『
官
報
』
に
は
四
月
一
日
の
閣
議
決
定
案
件
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
同
日
の
『
閣
議
資
料
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
（
に
も

閣
議
案
件
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
同
法
案
の
要
綱
は
同
日
の
『
閣
議
資
料
』
の
中
に
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
閣

議
で
話
題
と
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
閣
議
に
付
議
す
る
準
備
は
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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（
（（
（　
『
読
売
新
聞
』、
一
九
六
〇
年
五
月
一
一
日
夕
刊
、
五
月
一
三
日
。

（
（4
（　

右
に
述
べ
た
基
準
で
「
翌
日
以
降
了
承
」
に
集
計
し
た
法
案
の
中
に
も
、
新
聞
で
確
認
す
る
と
実
際
に
は
事
前
了
承
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
法
案
も
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
四
国
会
（
一
九
六
〇
年
（
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
関
連
法
案
の
う
ち
四
つ
の
法
案
は
四
月
二
八
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、『
衆
議
院
公
報
』
上
は
五
月
四
日
が
最
後
の
議
題
日
で
あ
る
の
で
、
翌
日
了
承
法
案
と
し
て
集
計
し
た
。
し
か
し
、

新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
法
案
は
四
月
二
八
日
夕
方
、
政
審
と
総
務
会
で
了
承
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
同
日
夜
九
時
か
ら
の
閣
議

で
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
（『
朝
日
新
聞
』、
一
九
六
〇
年
四
月
二
九
日
（。
お
そ
ら
く
、
五
月
四
日
の
会
合
は
法
案
の
取
扱
い
等
の
協
議

の
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
衆
議
院
公
報
』
は
了
承
後
の
審
議
も
掲
載
し
て
し
ま
う
の
で
、『
衆
議
院
公
報
』
を
使
っ
た

推
計
に
は
問
題
が
残
る
。

（
（（
（　

こ
の
見
解
は
通
説
的
理
解
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
岩
井
奉
信
は
「
一
九
六
〇
年
代
前
半
ま
で
の
政
策
決
定
過
程
を
み
る

と
、
与
党
審
査
を
経
る
こ
と
な
く
案
件
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一
九
五
八
年
の
警
察
官
職

務
執
行
法
案
で
は
内
閣
か
ら
議
院
運
営
委
員
会
に
示
さ
れ
る
提
出
予
定
法
案
に
も
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
抜
き
打
ち
的
に
国
会
に

提
出
さ
れ
た
」
と
指
摘
す
る
（「
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
」（『
国
会
月
報
』、
二
〇
〇
二
年
三
月
（。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
に
疑
問

が
残
る
。
ま
ず
「
与
党
審
査
を
経
る
こ
と
な
く
案
件
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
」
と
し
て
、
警
察
官
職
務
執
行
法
案
を
挙
げ
て

い
る
が
、
新
聞
で
確
認
す
る
と
同
法
案
は
、
一
〇
月
七
日
午
前
一
〇
時
の
政
調
審
議
会
、
地
方
行
政
部
会
、
地
方
制
度
調
査
特
別
委
員
会
、

法
務
部
会
と
の
合
同
会
議
で
了
承
、
総
務
会
で
も
同
日
了
承
さ
れ
た
。
内
閣
は
そ
れ
を
受
け
、
七
日
の
持
ち
回
り
閣
議
で
法
案
提
出
を
決

定
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
（『
読
売
新
聞
』、
一
九
五
八
年
一
〇
月
七
日
夕
刊
（。
ま
た
「
数
多
く
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
そ
の
根
拠
も

不
明
確
で
あ
る
。

（
（（
（　

柴
田
護
『
自
治
の
流
れ
の
中
で
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
五
年
（、
二
九
五
―
二
九
六
頁
。

（
（7
（　

こ
う
し
た
変
化
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
要
因
の
一
つ
に
、
一
九
五
八
年
夏
か
ら
始
ま
っ
た
「
政

策
先
議
」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（「
政
策
先
議
」
に
つ
い
て
は
、
牧
原
出
『
内
閣
政
治
と
「
大
蔵
省
支
配
」』、
中
公
叢
書
、
二
〇
〇

三
年
、
に
詳
し
い
（。
政
策
先
議
と
は
、
政
府
予
算
案
の
概
算
要
求
段
階
か
ら
政
調
会
が
こ
れ
に
関
与
す
る
取
り
組
み
で
あ
り
、『
政
調
週

報
』
上
に
も
各
部
会
の
活
動
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
省
庁
と
与
党
の
関
係
は
さ
ら
に
緊
密
に
な
り
情
報
も
共
有

さ
れ
て
、
法
案
の
事
前
審
査
も
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
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（
（8
（　
『
読
売
新
聞
』、
一
九
五
九
年
一
月
三
〇
日
夕
刊
。

（
（9
（　
『
読
売
新
聞
』、
一
九
五
九
年
二
月
三
日
夕
刊
。

（
40
（　
『
読
売
新
聞
』、
一
九
五
九
年
二
月
四
日
。

（
4（
（　

同
様
の
資
料
と
し
て
は
、
一
九
五
八
年
二
月
一
八
日
の
『
閣
議
資
料
』
の
中
に
も
、「
件
名
外
案
件
」
の
中
に
「
準
備
の
た
め
」
と

付
言
し
た
上
で
、
八
つ
の
法
案
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
政
調
週
報
』
の
デ
ー
タ
と
突
き
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
八
本
の
う
ち
七
本
ま
で
が

一
八
日
現
在
政
調
会
で
了
承
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
七
本
の
法
案
は
、
与
党
の
了
承
が
な
い
も
の
の
閣
議
決
定
を
急
が

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
「
準
備
決
定
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
42
（　

そ
の
他
の
根
拠
を
記
す
と
、『
政
策
月
報
』（
政
調
会
の
月
刊
誌
（
に
は
毎
月
「
政
調
の
動
き
」
と
い
う
欄
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
政
調

会
に
よ
る
政
府
提
出
法
案
の
審
議
状
況
が
掲
載
さ
れ
る
。
通
常
国
会
開
会
中
の
同
欄
を
一
九
五
六
年
以
降
通
読
し
た
限
り
、
政
調
会
に
よ

る
「
事
前
審
議
」
と
い
う
語
が
初
め
て
出
て
く
る
の
が
一
九
六
〇
年
二
月
号
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
時
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
事
前
」

と
い
う
言
葉
が
同
時
代
の
政
調
会
関
係
者
か
ら
自
然
に
出
て
く
る
ほ
ど
、
事
前
審
査
は
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
4（
（　

福
元
健
太
郎
は
、
内
閣
側
の
資
料
を
分
析
し
て
、
政
府
提
出
法
案
に
関
す
る
政
府
内
の
提
出
手
続
き
は
、
一
九
六
一
年
に
出
さ
れ
た

一
連
の
公
文
書
に
よ
り
現
行
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
福
元
健
太
郎
『
立
法
の
制
度
と
過
程
』、
木
鐸
社
、
二
〇
〇
七
年
、

三
五
頁
（。
一
方
、
本
稿
は
自
民
党
側
の
資
料
を
分
析
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
事
前
審
査
制
が
ほ
ぼ
定
着
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
そ
の
点
で
一
九
六
〇
年
代
初
頭
は
、
わ
が
国
の
立
法
過
程
の
一
つ
の
画
期
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

（
44
（　

一
九
六
一
年
の
新
聞
で
も
、
犯
罪
防
止
法
対
策
要
綱
は
二
月
二
〇
日
「
自
民
党
政
調
審
議
会
の
了
承
を
得
た
の
で
二
一
日
、
党
側
が

こ
れ
を
総
務
会
に
は
か
る
の
と
並
行
し
て
閣
議
決
定
す
る
」
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
（『
読
売
新
聞
』、
一
九
六
一
年
二
月
二
一
日
（。

（
4（
（　

こ
れ
に
関
連
し
て
、『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（
一
九
六
三
年
七
月
（
に
「
自
民
党
総
務
会
の
強
化
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
事

は
三
木
答
申
の
中
間
報
告
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
間
報
告
の
中
に
「
総
務
会
は
名
実
と
も
に
党
の
最
高
機
関
で
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
機
能
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
に
触
れ
、「
こ
の
答
申
は
党
則
の
趣
旨
に
そ
っ
て
、
ま
ず
ま
ず
当
た
り
前
の
こ
と

を
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
ん
な
当
り
前
の
こ
と
が
改
め
て
答
申
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
自
民
党
の
総
務
会
は
機
能
を
喪
失

し
」
て
い
る
と
し
、「
総
務
会
は
事
後
承
認
の
機
関
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
」
と
指
摘
す
る
。

（
4（
（　

注
（
に
記
し
た
よ
う
に
、
結
党
当
初
の
事
前
審
査
に
言
及
し
た
研
究
は
、
わ
ざ
わ
ざ
自
民
党
が
「
再
確
認
」
を
求
め
て
い
る
こ
と
か



8（

事前審査制の起点と定着に関する一考察

ら
、
当
時
の
事
前
審
査
は
実
質
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
推
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
立
場
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
赤
城
書
簡
に

は
、
冒
頭
で
引
用
し
た
部
分
の
直
後
に
次
の
よ
う
な
「
備
考
」
が
存
在
す
る
。

「
備
考　

各
常
任
委
員
長
、
特
別
委
員
長
、
政
調
各
部
長
に
は
別
紙
の
通
り
書
類
を
発
送
致
し
た
の
で
御
承
知
願
い
度
い
。

二
月
二
十
三
日

政
調
各
部
長　

各
常
任
委
員
長　

各
特
別
委
員
長　
　
　
　

自
由
民
主
党
総
務
会
長　

赤
城
宗
徳

　
　
　
　
　
　
　

法
案
審
議
に
つ
い
て

　

一
月
二
十
三
日
の
総
務
会
に
於
て
法
案
審
議
に
関
し
左
記
の
通
り
再
確
認
致
し
た
の
で
御
了
承
を
願
い
度
い
。

　
　
　
　
　
　
　

記

　

各
法
案
の
審
議
は
総
務
会
に
お
い
て
最
終
的
に
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
各
常
任
委
員
会
各
特
別
委
員
会
の
段
階
に
お

い
て
法
案
修
正
の
場
合
は
、
改
め
て
、
そ
の
修
正
点
等
に
つ
い
て
総
務
会
の
承
認
を
受
け
ら
れ
度
い
。」

　

改
め
て
備
考
も
含
め
て
通
読
す
れ
ば
、
そ
こ
に
通
底
す
る
論
理
は
総
務
会
の
党
内
に
お
け
る
優
越
性
の
確
認
で
あ
る
。
そ
う
で
が
あ

る
が
ゆ
え
に
、
法
案
の
閣
議
決
定
前
に
政
調
会
だ
け
で
な
く
、
総
務
会
の
承
認
も
必
要
と
い
う
の
が
赤
城
書
簡
に
込
め
ら
れ
た
意
味

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。


